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Ⅰ はじめに                             

 

  札幌市の少子高齢化は急速に進展しており、平成 24年４月現在の 65歳以上高齢者人

口の割合は約 21％となっています。 

  また、総人口は平成 27年をピークとし、その後減少に転じることが見込まれており、

超高齢社会・人口減少というかつて経験したことのない時代を迎えようとしています。 

  市民を取り巻く健康ニーズ（課題）は、10代の人工妊娠中絶実施率や性感染症罹患率

の高さ、児童虐待相談件数の増加、若い年代からの生活習慣病の発症、認知症高齢者や

高齢者虐待事例の増加、地域における孤立死問題の顕在化など、複雑多岐に渡っており

ます。 

 

  このような社会状況の中、札幌市では、あらたなまちづくりを推進するための施政方

針として「さっぽろ元気ビジョン第 3ステージ」を策定し、これを実現するために、行

財政改革推進プランが平成 23年 12月に示されました。 

  このプランでは「行動する市役所」を目指し、「区役所の組織・機能の再編」や「身近

な地域での相談体制の整備」、特に、「ハイリスク母子、独居等高齢者に対する保健師の

地域相談体制の構築」などが求められています。 

  区役所の組織・機能の再編については、平成 24年 1月から庁内関係職員による「区保

健福祉部のあり方検討プロジェクト」が設置され、総合相談体制の整備、地域支援の強

化、組織の効率化などについて検討されてきたところです。 

  この中では、保健師の業務体制についても検討がなされ、時代の変化に対応した体制

として、「保健師による地区活動の強化及び地区担当制への移行が必要である」との見解

が示されています。 

  さらに、平成 24年 3月に策定された「札幌市地域福祉社会計画」及び「さっぽろ医療

計画」を推進するにあたっては、地域における保健・医療・福祉のネットワークづくり

の推進役として、保健師への期待が持たれているところです。 

 

  上記の背景を踏まえて、保健師が今後どのような役割を担っていくべきか再考するた

めに、平成 24年 6月から保健師職による「保健師業務のあり方検討プロジェクト」（以

下「プロジェクト」という。）を設置しました。 

  プロジェクトでは、今後の方向性として、保健師活動の原点である「担当地区へ積極

的に出向き、地域保健活動を強化していくこと」が重要であるとし、その一助とするた

めに、札幌市における具体的な地区活動の推進方法等について、「札幌市保健師活動指針」

を作成するに至りました。 

  本指針は第一報とし、今後も引き続き、検討・修正を重ねながら、内容の充実を図っ

ていきたいと考えております。 
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Ⅱ 札幌市における保健師活動                     

 

 １ これまでの経緯について 

   保健師は、地域住民の健康を守るために、全てのライフステージの市民を対象とす

る活動を行うことが基本であります。 

札幌市においても、従前は地区分担制による業務体制でありましたが、地域保健法

施行に伴う機構改革により、平成 9年度以降、保健所を市内 1カ所に集約化し、区保

健福祉部では保健師を「障がい者・高齢者等への施策を中心に活動する保健福祉課」

と、「母子保健・成人保健・健康づくり等の活動を中心とする健康・子ども課」に分

けて配置し、業務分担制による活動を行ってきました。 

   この間、さまざまな法律や制度の改正などを経て、担当分野の専門的知識や関係制

度等への精通、また、業務の効率化などが図られてきたところです。 

一方、対象者を年齢で分断したことにより、家族支援という視点の希薄化や事業の

実施に追われてしまう、さらに、担当する地域の範囲が拡大し、地区の抱える健康課

題を総合的に捉え、地域住民や関係機関とともに問題を解決する活動＝地区活動が弱

体化しつつあるというデメリットも生じてきました。 

   また、札幌市の保健師配置数は、政令指定都市の中でも対人口比最少の人数で経過

しており、時代の変化に伴う人員体制の強化も課題になっています。 

 

 

 

 

  

 

 

２ 今後の保健師活動について 

 今後の地域保健対策の基本的な方向として、地域保健法第４条の規定に基づく「地

域保健対策の推進に関する基本的な指針」の改正指針が平成 24年７月 31日に告示さ

れました。 

特に、「ソーシャル・キャピタルを活用した自助及び公助の支援の推進」が明示され、 

市町村では、地域でソーシャル・キャピタルの核となる人材の発掘、育成等が規定さ 

れています。 

「ソーシャル・キャピタル」は、人々が自らの健康を左右する社会的な要因に働き 

  かけるプロセスを重視するヘルスプロモーションの考え方に合致するとして、数年ほ

ど前から公衆衛生領域に導入され始めた概念で、「信頼、社会規範、ネットワークと

いった人々の協調行動の活性化により、社会の効率化を高めることができる社会組織

に特徴的な資本」を意味し、従来のフィジカル・キャピタル（物質資本）とヒューマ

ン・キャピタル（人的資本）と並ぶ新しい概念とされています。 

 

 

平成 22年度厚生労働省保健師活動領域調査結果（保健師 1人あたりの担当人口数） 

↓ 

政令指定都市平均：7,380 人  札幌市：10,129 人 

保健師配置数 
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   保健師は、地域住民を“この地区の生活者”として理解し、そこから地域共通の健

康課題を見出し、その課題を地域の伝統・文化、地域ルールから乖離することなく、

地域住民とのパートナーシップ・協働に価値を置きながら解決していく道筋を模索し

ていきます。これが、人と環境に働きかける公衆衛生看護活動の姿であり、地区活動

という住民の生活の場に入り込む手法を持って保健師が守り続けてきた活動です。 

   ソーシャル・キャピタルは新しい概念ですが、このように地域の人脈や人的資源を

把握し、活用しながら地区活動を行っている保健師は、まさにソーシャル・キャピタ

ルを活用した活動を展開する専門家であるといえます。 

「みる、つなぐ、うごかす」は、ソーシャル・キャピタルを活かした保健活動をプロ

セス順に表した言葉であり、保健師の活動を端的に表しています。 

   身近な地域で人と人との結びつきや絆に対する価値が高まっている今日、「関係性を

再構築する地区活動」を展開していくことが重要であり、様々な機関や職種と連携し

ながら「地域をみて、つないで、うごかしていく」うえで、保健師がその中核的な役

割を果たしていく必要があります。 

   また、健康課題の本質は、市民の日々の生活と関連性が深く、分野ごと或いは年齢

ごとの業務で区切り説明できることが少ないものです。 

   従って、保健師には「プライマリーに相談を引き受ける力」や、地域を総体的に眺 

め、「課題を面で捉えていく力」などが求められています。しかし、このような力や 

体制が整っていても、「待ちの姿勢」であっては不十分であると言わざるを得ません。 

   家族や近隣住民、同じ問題を抱える集団、地域の関係者などと連携した予防活動を 

実践するためには、家庭訪問などをはじめとする「担当地区に出向く活動＝地区活動」 

は不可欠であり、最良の手法でもあります。 

これらのことから、今後、札幌市においては保健師活動の原点でもある、地区活動 

（地域保健活動）をあらためて充実・強化していきたいと考えています。 

       

 ３ 地区活動の充実について 

   地区活動の充実・強化にあたっては、地区活動の柱として以下の４点としました。

（詳細はＰ5参照）  

 

   ◎ 地区診断の実施 

     担当する地区の健康課題について、庁内関係職員や地域住民、関係機関等と共

に地区診断を行い、課題の明確化と共有化を図る。 

さらに、PDCA サイクルによって、課題に即した地区活動を展開していく。 

   ◎ 個別支援の強化 

     対象者を年齢で区切らず、赤ちゃんから高齢者まで、支援を必要とする対象者

を的確に捉え、きめ細かな継続支援を行っていく。 

     また、地域の中で関係者間のネットワーク化を図り、潜在化している支援対象

者の把握につなげる。 
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   ◎ 自主的な健康づくり活動等の支援 

     共通の健康課題を持つ市民の仲間づくりや自主的な活動を支援するとともに、 

市民とのパートナーシップによる保健予防活動を展開していく。 

   ◎ 保健・医療・福祉のネットワークづくり 

     積極的に地域へ出向く中から、さまざまな関係者・関係機関との「顔の見える 

関係」を築き、支援を必要とする市民へのサポートの充実や、地域の課題解決 

のためのネットワークを構築していく。 

  

さらに上記の４点に加え、健康危機発生時の対応を強化していく必要もあります。 

 今後、保健師が担当地区におけるさまざまな問題を引き受け、複雑化した課題を効

果的に解決するためには、地区活動（横糸）と各分野の事業（縦糸）とを組み合わせ、

総合的なマネジメントを行うことが重要となります。 

また、このような保健師活動を展開するにあたっては、現行の業務分担制から地区 

分担制への変更も同時に検討していかなければなりません。 

札幌市のような大都市においても、きめ細かな地区活動を実践し、地域における保 

健福祉活動の推進役を目指していきたいと考えています。 

 

 

組織的に展開される活動を「Ｐ：計画」「Ｄ：実行」「Ｃ：評価」「Ａ：改善」の 

順に実施し、その活動全体を繰り返し反復させる手法や考え方です。 

保健活動のみならず、様々な管理活動における中心的な考え方になっています。 

ＰＤＣＡサイクルとは 
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Ⅲ 地区活動の具体的な進め方                          

 

１ 地区とは 

 地区とは、風土や習慣、社会的ルールや暮らしを包括的に捉えた一定の地理的な広が

りを指します。その中には、職域保健に属する大小さまざまな企業や学校保健に属する

小中学校などの教育機関も存在します。それらを除外して地域を捉えるのではなく、職

域における健康、学校教育における健康も包含して、「地区」と捉えることが必要です。 

地区活動における「地区」の中核には、地域住民の存在があり、住民ニーズと活動や

地域資源を結びつけていく上で効果的な範囲を構造的に整理するために、地域を階層化

するということが必要です。 

（「地区活動の在り方とその推進体制に関する検討会報告書」より） 

 

 

 

  

第 1層：単位町内会単位 

      住民参加や住民との協働による活動の基本的な単位 

 

  第２層：連合町内会単位（まちづくりセンター） 

      顔の見える関係を担保して活動をする保健師には最適な活動範囲 

 

 第３層：区単位 

      相談・事業の拠点となる範囲 

 

 第４層：市全域 

      市政としての公約サービスや活動の提供を推進していく範囲 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

※ まちづくりセンター 

・ 札幌市自治基本条例の基本理念である「市民が主役のまちづくり」を進める

ための活動拠点 

 ・ 札幌市内に 87 か所あり、まちづくりのコーデイネーター役としてまちづく

り活動を推進 

地域の階層化分類 
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２ 地区活動のプロセス 

  地区活動は、「担当地区に暮らす人々やその環境を把握したうえで、地区の特性や健康

課題を明確にし、地域住民や関係機関と共に健康課題を共有して、解決方法や活動内容

を検討しながら、地区の特性に応じた活動を実践し、その後の評価結果に基づき、地区

での保健活動をさらに発展していく」という一連の過程です。 

 

  

     

  

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（1）地区診断とは 

   地区診断は、公衆衛生を担う専門家が地区活動を通して地域課題を明らかにし、個人

のケアに留まらず、集団あるいは地域を対象にケアを行い、地域課題を軽減・解消して

いく一連のプロセスです。 

     地区診断は、量的にも質的にも精度の高い、エビデンスに基づく施策展開・健康政策

として反映されるもので、日々の「地区活動」と密接に結びついています。 

 

（2）担当地区の特性や課題の明確化（みて・きいて・わかる） 

ア みて・きいて（データ、情報の収集） 

  個別事例の家庭訪問や民生委員等の地区組織団体・関係者等との連携から「人」

を、地区の地理・歴史や社会資源等から「環境」を、人口動態・衛生統計から「デ

ータ」を見て、さらに日々の地区活動から得られる質的データも加えて、地区の健

康課題について地区診断を行います。 

 

    

    

 

人を見る 

環境を見る 

データを見る 

・個別事例 ・地区組織・関係機関等 

・地理・地形・風土・歴史 ・社会資源 

・人口動態・各種統計 ・健診データ等 

【方法】 
・家庭訪問 
・関係機関連絡 

 ・統計分析 
 ・関係者会議 

PDCA サイクルによる 

地区活動を展開しましょう 

みて・きいて・つないで・うごかし・つくって・みせる 
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   ① 行って  

   ・ まずは、担当地区に一歩踏み出すことから始めます。 

・ 年度初めや担当地区への着任時には、町内会、地区民生委員・児童委員協

議会、福祉のまち推進センター等へ挨拶に行き、保健師の顔を覚えてもらうこ

とが大切です。 

・ 衛生年報の情報や地区の健診結果、まちづくりセンター区域別地域カルテ・

マップ等を参考に、地区の関係者と情報交換を行います。 

 

② 見て 

・ 地区へ出ることで、生活の場や環境を把握することができます。 

（社会資源・地理・地形、自然環境、交通手段、住宅環境、衛生状況等） 

・ また、家庭訪問でより詳細な生活実態・環境実態を把握します。例え留守

でも、不在時の家の様子や家の周囲の環境、近くの社会資源などを把握する

ことができます。 

・ 各種事業での相談内容や参加者の興味・関心の示し方、反応、参加者同士

の会話から、地区の特徴を把握できます。 

・ また、各種事業後に、職員間でカンファレンスを行い、継続支援の必要性

等について検討を行うことで、スタッフ全員で個人や家族を見ることができ

ます。 

 

③ 聞いて 

・ 地区の関係機関(民生委員・児童委員、地区の町内会役員等)との情報交換

を行い、活動の内容・状況、個別事例等について聞くことは、担当地区を知

る上で基本となります。 

・ 他の関係部署の保健師はもちろんのこと、福祉支援係担当者、個別支援主

査、保護課ケースワーカー、家庭児童相談室、精神保健福祉相談員、母子・

婦人相談員、介護支援専門員等とも個別事例の連絡や健康教室等を通じて連

携し、実態や課題等について、日々情報交換することも重要です。 

・ 「介護予防調整会議」「区要保護児童対策地域協議会」等の会議を通じて、

意見交換・情報交換を行うことにより、それぞれが抱えている課題を把握す

ることができます。 

・ 「地区民生委員・児童委員協議会」「家族会」等の関係機関の定例会に必

要に応じて参加することにより、事業の情報提供を行ったり、関係機関から

の情報収集が可能になります。 

   

 

 

 

 

 

★ 家庭訪問、健康相談、乳幼児健診等で対象者としっかり向き合い、傾聴することで、

思いの根本に触れてみましょう。 

★ 地区の雰囲気、ピンときたことや感じたこと、気になること等、保健師が肌身で感じ

たことや印象も大切な情報の一つです。 
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イ わかる（課題の抽出、分析）     

地区に関するさまざまな統計資料から、経年的・他地区・他市町村・都道府県

等と比較分析し、さらに「健康課題の関連図（Ｐ77参照）」を活用して、担当地区

の優先課題を明らかにします。 

また、家庭訪問、関係機関連絡・関係者会議、定例会への参加、統計分析、日常 

の保健師活動等から状況をデータ化し、様々な情報を関連づけ統合することで、問

題の所在や課題を明らかにすることができます。 

専門的視点から、個人や地域住民が認識できていない問題をとらえて、予測する

ことも必要です。 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★ 絶えず、地区の状況への感度を研ぎ澄ませておきましょう。 

個だけでなく「地区全体を見る」という意識を持って関わることが大切です。 

★「生活を見る」「多角的に見る」「予防的に見る」という視点を大切にしましょう。 

  

本指針では、地区診断をする上で、基礎となる各種データーを例示しています。

地区診断に基づく地区活動を展開するために、適宜活用してください。 

表１～３ 人口・世帯状況、年齢別人口構成、町内会加入状況  

４ 生活保護被保護世帯・人員・保護率 

５ 出生数、出生率、死亡状況 

６ 総死亡数、粗死亡率、年齢調整死亡率、死因別死亡数  

７ 人口増加数、転入、転出 

８ 悪性新生物部位別死亡状況 

９～13 がん検診受診率、性年齢階級別内訳（胃、大腸、肺、乳、子宮） 

14 住民集団健診受診数、住民集団健診会場別受診数 

15 結核登録患者数、保険種別内訳、性年齢階級別内訳 

16～18 特定健診（国民健康保険）・後期高齢者健診受診率等年次推移、有所見者状況、 

メタボリックシンドローム該当者・予備群の年齢階級別内訳 

19～20 特定保健指導初回面接実施数年次推移、初回面接実施数の年齢階級別内訳 

21～23 介護保険制度（要介護認定者数、認知症高齢者の日常生活自立度等） 

24～28 精神保健（精神障害者把握数、受療状況、精神保健福祉法に基づく通報・届出、 

手帳登録数、自殺者数の推移） 

29～30 障がい者手帳等所持者状況（身体、知的） 

31 特定疾患医療費受給者証交付数 

32 小児医療給付実績（養育医療、自立支援医療、小児慢性特定疾患医療給付状況） 

 33～34 乳幼児健診受診状況、乳幼児健診う歯罹患状況 

35～36 妊婦支援相談事業実績、母子保健訪問指導実施状況 

37～39 児童虐待（相談受理件数、区別内訳、通告元、虐待認定件数等） 

40 高齢者虐待（相談件数、認定件数、被虐待者の状況、虐待者の状況等） 

地区診断シートについて（Ｐ34～73 参照） 
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【方法】 
・ワークショップ 
・関係機関連絡 
・関係機関会議 

（3）地区の課題の共有化（つないで・うごかし） 

   地域住民や関係機関とともに、健康課題の解決方法を検討するためには、ワークショ

ップや関係機関連絡・会議への参加を通じて、地区活動の理解者・協力者や地区組織・

関係機関等の「人と考え」、地区組織・関係機関や他部署職員と「連携・調整」を図り、

地区課題を共有化することが大切です。 

 

 

 

 

 

ア つないで 

保健師が関わる個人の健康及び生活上の問題は、複雑かつ多様な因子によっても 

たらされており、その解決にあたっては多数の分野の連携と協力が必要になります。 

例えば、孤立している個人や家族に地区の支援者や関係機関を紹介したり、話し 

合いの場を設定する等「つなぐ機会」を作ることが大切です。 

また、個人や家族が自ら課題解決に向けた歩みができるように、地域住民や関係 

機関と処遇検討会や学習会等を行い、一緒に支援方法を検討します。 

個別援助を通して築いたネットワークから、その地区全体に見合ったネットワー 

クの必要性について考え、発展させることも重要です。 

 

 

  

 

 

 

 

イ うごかし 

地域住民が地区の課題を自分たちの課題としてとらえていくためには、住民自身 

が積極的に参画できる仕組みづくりが必要です。 

町内会や民生委員・児童委員、福祉のまち推進センター、社会福祉協議会等の既

存の組織と積極的に接触し、会議への出席や日常的な会合等を利用して、健康につ

いての情報提供や話し合いの場を設定したり、地区の健康課題について参加者が共

有できるよう支援します。 

関係機関や組織と連携し、地域の住民を対象に、地区の健康課題を見出すための 

講演会やアンケート調査、健康問題について話し合う場（ワークショップや座談会

等）を設定することも一つの方法です。 

参加者である地域住民が、地区のデータや実態に関する情報や、他の地区の取り 

組み等を参考にしながら、自分の地区が抱える課題に気づき、その課題を共有し、

行動変容をおこすことができるように支援することが重要です。 

 

人と考える 

連携・調整 

・地区活動の理解者・協力者 
・地区組織・関係機関・他部署 

・地区組織・関係機関との調整 
・他部署職員との連携 

 

医療機関、地域包括支援センター、介護保険サービス事業所、居宅介護支援事業所、

障がい者相談支援事業所、学校、保育園、児童会館、警察署、消防署、ＮＰＯ法人・

団体 等 

関係機関の例（Ｐ5参照） 
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（4）地区の特性に応じた活動の展開（つくって・みせる） 

   地域住民や関係機関と地区の健康課題を共有化し、目標を明確にした後、地区の特性

に応じた活動を「企画立案」・「実施」します。 

     実施した活動の実績や効果の分析等から「評価」を行い、報告会や広報を通じ、事業

効果を「公表」して、次の活動展開につないでいきます。 

       

   

 

 

 

 

企画立案 

実施 

評価・公表 

・地区組織・関係機関・地域住民 
・計画・施策 

・事業実施 
・実績集計 

・効果測定 
・事業報告 

 
【方法】 
・予算獲得 
・事業実施 
・実績の分析 
・活動報告会 
・広報 

★ 地区のいろいろな人と顔つなぎをしましょう。 

★ いろいろなサービスや活動を理解し、活動の中心となる人や、連絡先の窓口と

なっている人を知っておきましょう。 

★ 関係機関の紹介が「つなぐ」ではありません。住民同士や住民と関係機関、関

係機関同士のネットワークやシステムにつないでいくための第一歩です。紹介後の

フォローアップや連携を大切にしましょう。 

★ 「あれ？」「おやっ」と思った時には、関係者に声をかけてみましょう。 

「思い」を持った人が集まれば、動き出す第一歩が生まれます。 

 

Step １ 各種統計表に、必要なデータを落とし込みます。（Ｐ34～73） 

     個別の表は例示のため、全てのシートが必須ではありません。 

     例示以外にも必要なデータがあれば、適宜追加して分析を行います。 

    （データは地区単位で把握可能なもの、区単位でのみ可能なもの等があります） 

Step ２ 担当地区の関係機関・社会資源等について整理します。（Ｐ74） 

Step ３ Step１、２を踏まえ、担当地区の各種データ等から読み取れる内容について、 

整理します。（Ｐ75） 

Step ４ 併せてコミュニティ・アズ・パートナーモデルによる情報の整理を行います。（Ｐ76） 

Step ５ 収集した情報の中から、重要と思われるものをピックアップして、健康課題の関連

図を整理し、地域の健康課題を抽出します。（Ｐ77） 

Step ６ 抽出された健康課題の中から優先度を決定し、課題解決のためにどのよう    

に取り組むか計画を立てます。（Ｐ78） 

 

                     

地区の特性に応じた活動の展開へ!! 

地区診断シート等の活用方法について 
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  ア つくって 

   ① 目的・目標の設定 

    ・ 地区活動で得られたさまざまな情報や課題を考慮して、事業を企画・立案し

ます。 

・ まず活動方針（目指す理想の姿）を確認し、そのための具体的な到達目標の

設定をします。 
   

 ② 行動計画 

    ・ 実施内容や対象にあわせて開催日時、会場、講師、従事者、広報などの具体

的な計画を立てます。 

・ 活動が根付きやすいように、地区組織活動や関係機関団体に協力先として、

声をかけることや、計画の立案にあたっては、地区の現状や協力者の都合に配

慮することが大切です。 

・ また、事業を企画する段階から評価指標や目標値を決めておきます。 
 

 ③ 実施 

・ 行動計画に沿って、地区の課題解決に必要な活動を展開します。 

・ 必要な実績集計やアンケート調査なども適宜実施します。 
 

  イ みせる 

① 評価 

    ・ 評価は、事業の妥当性や参加者の満足度・行動変容の有無等の「質的な評価」

と、事業実績等からみる「量的な評価」により行います。 

    ・ 実施結果等から、改善ポイントについて明確にしていきます。 
 

   ② 改善 

・ 評価により事業の改善点が見えてきたら、継続的に改善を加えながら、事業  

の効果や効率性を向上させていきます。 

・ 事業評価は、保健事業の地区への行政効果を地域住民や関係部局・機関に理

解してもらうだけでなく、保健師間の意思統一、問題の共有化をはかる良い機

会や資料にもなります。 

・ 広報紙やホームページなどを活用しながら、より多くの人に事業内容や効果

を知ってもらい、事業内容を地区に根付かせていくことが大切です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★ 「こうなったらいいな」という思いを大切に！ 

  活動に関わる人と、思いをしっかり共有することで、事業の目的や必要性も認識で

き、その後の活動の展開につながりやすくなります。 

★ 活動の展開には、悩みや失敗はつきものです。 

そんな時こそ、周りの先輩や地域住民などの力を借りましょう！ 

普段から人脈のアンテナを高く立てて、事情を良く知る人や、相談しやすい人を見

つけておきましょう。 

★ 保健師活動の成果は、すぐには実感できにくいものです。 

焦らず、じっくりと前進していきましょう。 
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さあ、担当地区に踏み出してみましょう！！ 

② つないで・うごかし 

   顔の見える関係で 
運動をしようと思うけど、 

１人だとなかなか続かないの・・ 

この地域の健康課題はなんだろう？ 

自分たちにできることは何があるだろうか。 

③ つくって・みせる 

システム作り 

   訪問や地区の情報から 

④ 一連の流れを繰り返す 

   

例）支援ネットワーク 

地域の中に、同じ悩みを持った

人たちがいるので、なんとか 

支援できないかしら… 

① みて・きいて 

   訪問や地区の情報から 

健康づくりに興味があるけど、 

どうしたらいいのかしら？ 

日常活動の中で 

見出したニーズ 

私の担当地区って、 

こんなところ！ 

この辺りの住宅には介護認定 

を受けずに、引きこもっている 

高齢者が多く住んでいるようだ… 

認知症の家族の介護で 

困っているの・・ 

子育ての仲間が 

欲しいなぁ… 

認知症の家族をお世話している 

他の人の話を聞いてみたい 

子育て中だけど、なかなか

友達ができないわ・・ 
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３ 個別支援（家庭訪問）の進め方 

 

(1) 家庭訪問の重要性 

家庭訪問は個別援助に最も効果的な方法であり、家族支援にも最適な方法です。 

対象者の生活の場で行う支援であるため、対象それぞれの家庭環境に合わせた支

援を展開することができます。 

保健師の家庭訪問の特徴は、家族を単に家庭の中で見て様子を把握するというこ

とだけではなく、家庭訪問でなければ解決できない潜在している問題を見極め、必

要な支援を時間をかけて行っていくことです。 

家庭訪問は、一般的には事前に電話などで訪問の約束を取り行いますが、訪問約

束を取ろうとすると断られる可能性がある場合には、約束をせずにその家庭に出向

くことも必要です。 

また、支援対象との関係性構築のためには、挨拶、玄関先訪問を行うことも効果

的な場合があります。 

庁舎と訪問先の移動だけではなく、訪問する家庭に向かう途中でその人達が住み、

生活している環境を把握することも地区、対象を理解する上で大切です。 

不在や訪問を断られた場合も、その家庭の周りの環境を把握する良い機会となり

ます。 

 

(2) 訪問が必要な対象 

ア 家庭訪問が必要な対象・状況 

 

家庭訪問が

必要な対象 

・ キーパーソンが脆弱、不在の多問題家族の事例 

・ 生活実態、環境実態の確認なしに対象の状況に応じた支援ができない事例 

・ 文書、電話によるコンタクトが取れない事例 

・ 法律等で訪問指導が明記されている事例     など 

家庭訪問が

必要な状況 

・ 相談内容が緊急性を要する場合 

・ 来所や電話による相談だけでは主訴や相談内容の実情が十分把握できず、

適切な支援につながりにくい事例 

・ 第三者からの相談で、対象の外的状況の把握や何らかの関係づくりが必要

な場合                     など 

※「保健師業務要覧」抜粋 

イ 家庭訪問の根拠となる各種法規 

種別 法律等 

母子 

・母子保健法 

・児童福祉法 

・児童虐待の防止等に関する法律 

成人 

・健康増進法 

・高齢者の医療の確保に関する法律 

・がん対策基本法 

高齢者 

・介護保険法 

・高齢者の医療の確保に関する法律 

・高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律 

- 14 -



 

 

 

種別 法 律 

障がい 

・難病 

・障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（H25.4.1施行） 

・精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 

・障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律 

・難病特別対策推進事業について（厚生労働省健康局通知） 

結核 ・感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 

 

 (3) 各対象の個別支援対象イメージ図 

ア 母子保健    ・・・ Ｐ16参照 

イ 成人保健    ・・・ Ｐ17参照 

ウ 高齢者     ・・・ Ｐ18参照 

エ 障がい・難病  ・・・ Ｐ19参照 

オ 結核対策    ・・・ Ｐ20参照 
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【
母
子
保
健
に
お
け
る
個
別
支
援
（
家
庭
訪
問
）
対
象
】
 

                         
 

個 別 支 援 対 象 

ラ
イ
フ
サ
イ
ク
ル
か
ら
見
た
個
別
支
援
対
象
 

妊
 
娠
 

出
 
産
 

乳
幼
児
期
 

学
童
・
思
春
期
 

個 別 支 援 対 象 

母 子 保 健 法 

児 童 福 祉 法  等 

・
思
春
期
ﾍﾙ
ｽｹ
ｱ事

業
 

・
訪
問
指
導

 
な
ど

 

虐
待
（
疑
い
・
虐
待
歴
・
被
虐
待
歴
な
ど
）・

Ｄ
Ｖ
な
ど
 

育
児
不
安
・
育
児
困
難
・
養
育
不
適
切
 

母
の
精
神
疾
患
・
知
的
障
が
い
・
疾
病
な
ど
 

子
ど
も
の
疾
患
・
障
が
い
・
発
達
障
が
い
な
ど
 

低
出
生
体
重
児
 

若
年
 

経
済
的
基
盤
が
脆
弱
・
育
児
協
力
者
不
在
な
ど
の
世
帯
 

連 携 

学
校

 

区
役
所
内
部
（
家
庭
児
童
相
談
室
・
保
護
課
・
保
健
福
祉
課
な
ど
）・

ま
ち
づ
く
り
セ
ン
タ
ー

 
要
保
護
児
童
対
策
地
域
協
議
会
・
民
生
委
員
・
児
童
委
員
・
主
任
児
童
委
員
な
ど

 

療
育
機
関
・
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
所

 

保
育
園
・
幼
稚
園
・
児
童
会
館
・
子
育
て
サ
ロ
ン

 
医
療
機
関

 

望
ま
な
い
妊
娠
 

予
防
接
種
・
乳
幼
児
健
診
未
受
診
 

児
童
相
談
所

 

育
児
困
難
 

育
児
不
安

 

健
全
育
成
 

疾
病
 

障
が
い
 

虐
待
 

妊
婦
健
診
未
受
診
 

・
妊
婦
支
援
相
談
事
業

 
・

女
性
の
健
康
支
援
相
談

 
・
母
親
教
室

 
・
保
健
と
医
療
が
連
携

し
た
育
児
支
援
ﾈｯ
ﾄﾜ

ｰｸ
事
業

 
な
ど

 

・
乳
幼
児
健
診

 
（

4か
月
、

10
か
月
、

1歳
半
、

3歳
） 

・
小
児
慢
性
特
定
疾
患

 
・
自
立
支
援
医
療
（
育
成
医
療
） 

・
精
神
発
達
相
談

 
・
育
児
教
室

 
・
訪
問
指
導

 
・
保
健
と
医
療
が
連
携
し
た

 
育
児
支
援
ﾈｯ
ﾄﾜ
ｰｸ
事
業

 な
ど

 

・
乳
児
家
庭
全
戸
訪
問

 
・
新
生
児
ﾏｽ
ｽｸ
ﾘｰ
ﾆﾝ
ｸ

 ゙
・
胆
道
閉
鎖
症
検
査

 
・
養
育
医
療

 
・
保
健
と
医
療
が
連
携

し
た
育
児
支
援
ﾈｯ
ﾄﾜ

ｰｸ
事
業

 
な
ど
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【
成
人
保
健
に
お
け
る
個
別
支
援
（
家
庭
訪
問
）
対
象
】
 

                 
 

        
 

個 別 支 援 対 象 

 
健
康
状
態
か
ら
見
た
個
別
支
援
対
象
 

健
康
 

境
界
領
域
期
 

生
活
習
慣
病
発
症
 

重
症
 

 

個 別 支 援 

健 康 増 進 法 ・ が ん 対 策 

基 本 法 ・ 高 齢 者 の 医 療 の 

確 保 に 関 す る 法 律 

・
生
活
習
慣
改
善

 
・
発
症
予
防
啓
発

 
 

・
特
定
保
健
指
導

 
・
治
療
中
断
者
へ
の
保
健
指
導

 
 

生
活
習
慣
病
発
症
 

健
康
 

重
症
 

（
虚
血
性
心
疾
患
・
脳
血
管
疾
患
・

糖
尿
病
・
慢
性
腎
疾
患
）
 

・
介
護
給
付

 
・
障
が
い
等

 
 

特
定
保
健
指
導
非
対
象
で
危
険
因
子

※
を
有
す
る
者
 

治
療
中
の
保
健
指
導
対
象
者
（
未
利
用
者
・
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
不
良
） 

 

連 携 

区
役
所
内
部
（
保
健
福
祉
課
・
健
康
・
子
ど
も
課
・
保
護
課
・
保
険
年
金
課
な
ど
）・

ま
ち
づ
く
り
セ
ン
タ
ー

 
保
健
所
・
保
険
年
金
課

 

医
療
機
関
・
健
診
機
関
・
特
定
保
健
指
導
実
施
機
関

 
 

※
 
危
険
因
子
：
高
血
糖
・
高
血
圧
・
高
脂
質
・
喫
煙

 
職
域
保
健

 

特
定
保
健
指
導
未
利
用
者
 

（
履
歴
、
危
険
因
子

※
の
評
価
で
発
症
リ
ス
ク
の
高
い
者
）
 

町
内
会
・
食
生
活
改
善
推
進
協
議
会
・
健
康
づ
く
り
リ
ー
ダ
ー
・
地
域
住
民
な
ど

 

特
定
健
診
・
後
期
高
齢
者
健
診
・
が
ん
検
診
・
歯
周
疾
患
検
診
 

健
康
に
不
安
が
あ
る
者
・
健
康
を
害
し
て
い
る
者
 

 
健
康
増
進
事
業

 
 

市
民
・
地
域
健
康
教
育
／
健
康
教
育
・
健
康
相
談
／
健
康
フ
ェ
ア
／
禁
煙
・
分
煙
対
策
な
ど

 

集 団 ・ 地 域 を

対 象 

境
界
領
域
期
 

特
定
保
健
指
導
対
象
者
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【
高
齢
者
に
お
け
る
個
別
支
援
（
家
庭
訪
問
）
対
象
】
 

           
 

            
 

個 別 支 援 対 象 

健
康
状
態
か
ら
見
た
個
別
支
援
対
象
 

健
 
康
 

0 

二
次
予
防
対
象
者
 

要
支
援
者

（
※
1）
 

要
介
護
者

（
※
2）

 

 

個 別 支 援 対 象 介 護 保 険 法 ・ 高 齢 者 の 医 療

の 確 保 に 関 す る 法 律 

・
総
合
相
談
支
援
業
務

 
・
介
護
予
防
事
業
の
実

施
及

び
介

護
予

防
の
普
及
啓
発

 
・
地
域
介
護
予
防
活
動

の
支
援

 

・
対
象
者
把
握
事
業

 
・
通
所
型
介
護
予
防

 
事
業

 
・
訪
問
型
予
防
事
業

 
・
二
次
予
防
事
業
評
価

事
業

 

二
次
予
防
対
象
者
 

健
 
 
康
 

要
介
護
者

（
※
1）
 

予
防
給
付

 
 

介
護
給
付

 

サ
ー
ビ
ス
を
利
用
し
て
い
る
が
、
必
要
な
支
援
が
受
け
ら
れ
て
い
な
い
者
 

権
利
侵
害
を
受
け
て
い
る
者
（
虐
待
・
消
費
者
被
害
な
ど
）
 

介
護
保
険
非
該
当
者
 

認
知
症
・
Ｓ
Ｏ
Ｓ
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
事
業
利
用
者
 

介
護
力
に
問
題
が
あ
る
者
（
独
居
・
障
が
い
・
協
力
者
不
在
な
ど

）
 

連 携 

区
役
所
内
部
（
保
健
福
祉
課
・
健
康
・
子
ど
も
課
・
保
護
課
・
保
険
年
金
課
な
ど
）・

ま
ち
づ
く
り
セ
ン
タ
ー

 
町
内
会
・
福
ま
ち
・
民
生
委
員
・
児
童
委
員
・
地
域
住
民
な
ど

 

介
護
保
険
サ
ー
ビ
ス
事
業
所

 

65
歳
以
上
高
齢
者
に
占
め
る
要
介
護
等
認
定
者
の
割
合

 
※

1：
5.7

％
 
※

2：
13

.4％
 
（

H
23

年
10

月
現
在
）

 

医
療
機
関
・
警
察

 

介
護
保
険
未
申
請
・
未
利
用
者
 

食
の
自
立
支
援
ア
セ
ス
メ
ン
ト
対
象
者
 

地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
・
介
護
予
防
セ
ン
タ
ー
・
社
会
福
祉
協
議
会

 
 

要
支
援
者

（
※
２
）
 

特
定
保
健
指
導
対
象
者
（
成
人
保
健
個
別
支
援
対
象
者
に
準
ず
る
）
 

特
定
保
健
指
導
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【
障
が
い
・
難
病
に
お
け
る
個
別
支
援
（
家
庭
訪
問
）
対
象
】
 

          
 

               
 

個 別 支 援 対 象 

 
健
康
状
態
か
ら
見
た
個
別
支
援
対
象
 

健
康
 

発
病
・
発
症
 

病
状
悪
化
 

個 別 支 援 対 象 

障 害 者 総 合 支 援 法 等

（ 身 ・ 知 ・ 精 ・ 難 ）  

・
障
が
い
に
関
す
る
情
報
提

供
、
普
及
啓
発

 
・
地
域
・
家
族
の
支
援
強
化

 
・
関
係
団
体
支
援

 
・
人
材
育
成

 

・
手
帳
の
申
請

 
・
相
談
支
援
事
業

 
・
自
立
支
援
医
療

 
 

 

発
病
・
発
症
 

 

健
康
 

 

病
状
悪
化
 

社
会
不
適
応
の
者
（
引
き
こ
も
り
・
暴
力
な
ど
）
 

治
療
中
断
・
未
受
診
の
者
 

面
接
・
訪
問
相
談
事
業
対
象
者
 

長
期
入
院
・
触
法
・
医
療
観
察
後
の
在
宅
生
活
で
不
安
定
な
者
 

連 携 

区
役
所
内
部
（
保
護
課
・
健
康
・
子
ど
も
課
・
保
険
年
金
課
な
ど
）、

ま
ち
づ
く
り
セ
ン
タ
ー
他

 

町
内
会
・
社
会
福
祉
協
議
会
・
民
生
委
員
・
児
童
委
員
な
ど

 

医
療
機
関
・
訪
問
看
護
・
障
が
い
等
の
施
設
・
警
察

 

保
健
所
・
身
体
・
知
的
障
害
者
更
生
相
談
所
・
精
神
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー

 

家
族
・
患
者
会

 

障
が
い
未
受
容
、
療
養
不
安
の
あ
る
者
 

障
が
い
者
相
談
支
援
事
業
所
・
自
立
支
援
等
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
所

 

難 病 

・
研
修
会
等

 
・
面
接
・
訪
問
相
談
事
業

 
・
特
定
疾
患
治
療
研
究
事
業

 
 

・
障
が
い
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
（
介
護
給
付
、
訓

練
等
給
付
等
）、

紙
お
む
つ
支
給
、
緊
急
通
報
シ
ス
テ

ム
、
交
通
費
助
成

 
・
状
態
悪
化
時
の
入
退
院
（
精
神
・
入
退
院
届
等
）

 

・
患
者
会
、
家
族
会
支
援

 

権
利
侵
害
を
受
け
て
い
る
者
 

（
虐
待
、
消
費
者
被
害
等
）
 

 

サ
ー
ビ
ス
の
利
用
の
有
無
に
関
わ
ら
ず
必
要
な
支
援
が
受
け
ら
れ
て
い
な
い
者
 

家
族
の
障
が
い
・
高
齢
・
経
済
的
問
題
な
ど
に
よ
り
必
要
な
支
援
が
受
け
ら
れ
て
い
な
い
者
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【
結
核
対
策
に
お
け
る
個
別
支
援
（
家
庭
訪
問
）
対
象
】
 

健
 
 
康
 

感
染
者
 

発
病
者
 

（
治
療
中
・
治
療
修
了
者
） 

 
個 別 支 援 対 象 

健
康
状
態
か
ら
見
た
個
別
支
援
対
象
 

健
 
 
康
 

感
染
者
 

（
疑
い
を
含
む
）
 

発
 
 
病
 

（
治
療
中
）
 

発
 
 
病
 

（
治
療
終
了
者
）
 

 

感 染 症 法 

個 別 支 援 対 象  

 
連 携 

区
役
所
内
部
（
保
護
課
な
ど
）

 

医
療
機
関
・
訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
・
薬
局

 

地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
・
介
護
保
険
サ
ー
ビ
ス
事
業
所

 

・
定
期
健
診
の
実
施

 
・
結
核
に
関
す
る
知

識
の
普
及
啓
発

 

・
患
者
調
査

 
・
接
触
者
健
診

 
・
服
薬
支
援

 

・
管
理
検
診

 

保 健 所 区 

全
結
核
患
者
 

服
薬
困
難
者
 

治
療
中
断
者
 

管
理
検
診
対
象
者
 

介
護
保
険
・
障
が
い
福
祉
サ
ー
ビ
ス
が
必
要
な
者
 

1
8
歳
以
下
患
者
（
保
護
者
へ
の
支
援
）
 

就
学
時
前
の
子
ど
も
を
有
す
る
患
者
 

相
談
者
・
接
触
者
健
診
未
受
診
者
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(4) 訪問対象と把握の方法 

種 別 対 象 把握方法 

母 

子 

妊婦 

・妊娠、出産に支障を及ぼす恐れの 

ある疾患を持つ妊婦 

・育児等に支障を及ぼす恐れのある 

疾患等（精神疾患、知的障がい等） 

を持つ妊婦 

・若年妊婦 

・望まない妊娠である者 

・妊婦健康診査が未受診である者 

・虐待をしている親及びそのおそれ 

のある者 

・妊娠届出書、妊婦支援相談事業 

・妊婦健康診査受診票 

・母親教室等の教室・相談事業 

・保健と医療が連携した育児支援

ネットワーク事業 

・医療機関からの依頼 

・本人、家族、地域等からの相談 

・助産施設申請 

・虐待、DV等の相談、通報 

産婦 

・若年産婦 

・育児等に支障を及ぼす恐れのある 

疾患等（精神疾患、知的障がい等） 

を持つ産婦  

・経済基盤が脆弱、育児協力者が不 

在などの世帯 

・育児不安、育児困難、養育不適切 

など育児支援が必要な産婦 

・虐待をしている親及びそのおそれ 

のある者 

・出産連絡票 

・保健と医療が連携した育児支援 

ネットワーク事業 

・医療機関からの依頼 

・母子保健訪問指導事業（乳児家 

庭全戸訪問） 

・乳児健康診査（4か月・10か月） 

・本人、家族、地域等からの相談 

・虐待、DV等の相談、通報 

その他の 

母性 

・児の発達上の問題や母親自身が身 

体的、精神的問題（虐待・家庭内暴 

力等）を抱えている者 

・虐待をしている親及びそのおそれ 

のある者 

・1歳 6か月児健診、3歳児健診 

・乳幼児精神発達相談 

・医療機関からの依頼 

・本人、家族、地域等からの相談 

・虐待、DV等の相談・通報 

低出生体重児 

・低出生体重児（出生時体重2,000 

ｇ以下） 

・被虐待児及びそのおそれのある児 

 

・低出生体重児届 

・出産連絡票 

・保健と医療が連携した育児支援 

ネットワーク事業 

・医療機関からの依頼 

・母子保健訪問指導事業（乳児家 

庭全戸訪問） 

・新生児マス・スクリーニング 

・虐待通報、相談 

新生児 

・出生時異常のある児 

・先天的疾患、障がい等のある児 

・被虐待児及びそのおそれのある児 

 

・出産連絡票 

・保健と医療が連携した育児支援 

ネットワーク事業 

・医療機関からの依頼 

・母子保健訪問指導事業（乳児家 

庭全戸訪問） 

・新生児マス・スクリーニング 

・虐待通報、相談 

 

乳児 

 

・母子保健訪問指導（乳児家庭全戸 

訪問）で継続支援が必要な児 

・乳児健康診査からの要フォロー児 

・母子保健訪問指導事業（乳児家 

庭全戸訪問） 

・乳児健康診査（4か月・10か月） 
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種 別 対 象 把握方法 

母 

子 

乳児 

・予防接種未接種、乳児健康診査未 

受診 

・発育、発達、保育上に問題がある児 

・疾患、障がい等のある児 

・被虐待児及びそのおそれのある児 

・胆道閉鎖症検査 

・育成医療 

・小児慢性特定疾患申請、療育相 

談指導 

・育児教室、相談等 

・保健と医療が連携した育児支援 

ネットワーク事業 

・医療機関からの依頼 

・子育てサロン、保育園、幼稚園 

・本人、家族、地域等からの相談 

・虐待通報、相談 

幼児 

・健康診査からの要フォロー児 

・予防接種未接種、健康診査未受診 

・発育、発達、養育上に問題がある児 

・疾患、障がい等のある児 

・被虐待児及びそのおそれのある児 

 

・1歳 6か月児健診、3歳児健診 

・育成医療 

・小児慢性特定疾患申請、療育相

談指導 

・身体障害者手帳申請 

・神経芽細胞腫スクリーニング検査 

・育児教室、相談等 

・乳幼児精神発達相談 

・さっぽ･子ども広場 

・保健と医療が連携した育児支援 

ネットワーク事業 

・医療機関からの依頼 

・子育てサロン、保育園、幼稚園 

・本人、家族、地域等からの相談 

・虐待通報、相談 

学童 

・疾患、障がい等のある児 

・被虐待児及びそのおそれのある者 

・育成医療 

・小児慢性特定疾患申請、療育相 

談指導 

・身体障害者手帳申請 

・他機関からの依頼 

・本人、家族、地域等からの相談 

・虐待通報、相談 

成 

人 

生活習慣病 

境界領域者 

・特定保健指導対象者 

・特定保健指導未利用者（発症リス

クの高い者） 

・健康に不安がある者、健康を害し 

ている者 

・特定保健指導非対象で危険因子（高 

血糖等）を有する者 

・特定保健指導 

・健康教育、健康相談時 

・本人、家族、地域等からの相談 

・医療機関からの依頼 

生活習慣病 

発症者 

・健康に不安がある者、健康を害し 

ている者 

・コントロール不良の者 

・健康教育、健康相談時 

・本人、家族、地域等からの相談 

・医療機関からの依頼 

高
齢
者 

二次予防 

対象者 

・介護予防の観点で支援が必要な者 

・介護保険非該当者 

・特定保健指導対象者 

・介護予防事業、介護保険の情報 

・本人・家族等からの相談 

・地域・民生委員からの相談 

- 22 -



 

 

種別 対象 把握方法 

高
齢
者 

二次予防 

対象者 

・食の自立支援アセスメント対象者 

 

・関係機関（地域包括支援センタ

ー、介護予防センター等） 

要支援・ 

要介護者 

・家庭において寝たきりの状態ある 

いはこれに準ずる者 

・認知症があり支援を必要とする者 

・介護保険未申請、未利用の者 

・介護力に問題がある者（独居、障 

がい、協力者不在等） 

・権利侵害を受けている者（虐待、 

消費者被害等） 

・介護保険サービスを利用している 

が、必要な支援がうけられていない 

者 

・介護保険の情報 

・本人、家族等からの相談 

・地域、民生委員からの相談 

・関係機関（地域包括支援センタ

ー、介護予防センター等） 

・一人暮らし巡回相談票 

・高齢者虐待相談等 

・ＳＯＳネットワーク事業 

 

心身障がい者 

・18歳以上の心身障害者又は疑いの 

ある者 

・障がい未受容、療養不安のある者 

・家族の障害、高齢、経済的問題等 

により、必要な支援が受けられてい

ない者 

・サービスの利用の有無に関わらず 

必要な支援が受けられていない者 

・権利侵害を受けている者（虐待、 

消費者被害等） 

 

・本人、家族等からの相談 

・地域、民生委員からの相談 

・関係機関からの依頼（医療機関

等） 

・身体障害者手帳 

・障害者虐待相談等 

・障害者総合支援法サービス申請 

難病 

・特定疾患治療研究事業の対象者 

・難病患者等面接相談事業の対象者 

・障がい未受容、療養不安のある者 

・家族の障害、高齢、経済的問題等

により必要な支援が受けられていな

い者 

・サービスの利用の有無に関わらず 

必要な支援が受けられていない者 

・特定疾患医療受給者証交付申請 

・関係機関からの依頼（医療機関

等） 

・本人、家族等からの相談 

・障害者総合支援法サービス申請 

精神障がい者 

・精神障がい者又はその疑いのある 

者 

・治療中断、未受診の者 

・社会不適応（引きこもり、暴力） 

・長期入院、触法、医療観察後の在 

宅生活で不安定な者 

・家族の障害、高齢、経済的問題等 

により、必要な支援が受けられてい 

ない者 

・サービスの利用の有無に関わらず 

必要な支援が受けられていない者 

・権利侵害を受けている者（虐待、 

消費者被害等） 

・本人、家族等からの相談 

・地域、民生委員からの相談 

・関係機関からの依頼（医療機関

等） 

・精神保健福祉相談 

・関連法令に基づくもの 

・障害者虐待相談等 

・障害者総合支援法サービス申請 
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種別 対象 把握方法 

結核 

【保健所】 

・結核患者 

・服薬困難者 

・治療中断者 

・管理検診対象者 

【区保健福祉部】 

・介護保険、障がい福祉サービス 

が必要な結核患者 

・18歳以下の結核患者 

・就学前の子どもを有する結核患 

者 

・接触者健診未受診者 

・発生届 

・入退院届 

・医療機関からの依頼 

・接触者健診 

・管理検診 

・本人、家族等からの相談 

その他の疾患 
・上記以外の疾患で療養生活上支援 

を必要とする者 

・地域保健福祉活動時 

※ 上記の他、「母子保健情報システム」「小児医療給付システム」「特定健診・札幌市成人管理情

報システム」「保健福祉総合情報システム」「特定疾患情報システム」等の情報も活用する。 

 

(5) 訪問計画の立て方 

ア アセスメント 

支援を行うにあたっては、対象理解とともにアセスメントを行い、個人や家族

の問題を明確にすることが必要です。 

アセスメントには、母子保健「保健分野の乳幼児虐待リスクアセスメント表」

「産後のメンタルヘルス支援対策（3 種の質問票）」「札幌市高齢者虐待対応マニ

ュアルアセスメント表」「難病患者等アセスメント票」等や、下記項目等を活用し

ます。 

訪問時には、アセスメントに沿った支援計画を立てる前に支援を行うこともあ

りますが、その場合には、今後起こりうる状況を予測し、タイムリーな支援を心

がけることが必要です。 

 

主なアセスメント項目 

アセスメント項目 内容 詳細 

① 対象の状況分析 個人の状況の分析 ・医学的見立て：身体状況、精神状況、問題の 

種類、改善または解決の必要性とその手立ての 

有無 

・生活状況の見立て：生活遂行状況、経済的水 

準状況、サポートやサービスの有無 

・心理社会的見立て：発達状態、問題の受け止 

め方や認知の具合、心理状態、社会的関係と社 

会資源の有無 

・自己決定の見立て：対処についての自己決定 

の力、QOLについての考え方、自己決定の尊重 

の必要性 
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家族の状況の分析 ・家族関係の見立て：家族間の関係の病理性の 

有無、家族の歴史と伝承のあり方 

・家族の機能の見立て：養護力、介護力、家事 

運営力、問題対処力（キーパーソン）、機能不 

全の有無 

・家族の発達課題：家族のライフサイクル、現 

在の発達課題 

② 問題の見立て 対象が抱える問題の

所在とその本質 

・対象が有する問題全体の見立て（健康問題だ 

けではなく、生活課題、家族問題、教育問題な 

ども含めて） 

・主訴やニーズとして表現されない本質的な問

題の見立て 

・個人および家族が認知していない重要な問題

の見立て 

③ 解決の優先度 どの問題から援助を

開始とするか 

・緊急性：生命に関わること、安全と保護の確 

保、生活の確立などの有無 

・権利性：人権擁護の必要性の有無 

・公共性：公共の安全と健康確保の必要性の有 

無 

・可変性：変化の可能性の大きさの有無 

などから、第一義的に関与していく問題を決め

る。 

④ 支援の方向性 支援をどのような形

で進めていくか 

・何から手をつけていくか 

個人の問題に直接的に関与していくのか、

または力量のある家族への支援から始めて

いくのか、何が現実的に開始可能な支援かを

判断する。 

・どのような機関との連携を求めるか 

周辺の問題を含め、どの分野の関係機関と

の連携が必要かを判断する。 

機関が有する機能として限界はないか、専

門機関への紹介が必要かを決める。 

※「保健師業務要覧」 

 

イ 支援計画 

アセスメントに基づき、どのような時期にどのような支援を行うか計画を立て

支援を行います。 

支援計画の立案時は、短期・中期・長期・最終の目標をイメージし、具体的な

援助内容を計画します。 

また、支援計画は対象者に合った、個別性のある計画である必要があります。 

さらに、状況に応じて、単独訪問とせず、家庭児童相談室や児童相談所、保護

課の職員、介護支援専門員等の必要な機関の関係者と同伴訪問することも考慮し

ます。 

家庭訪問では、情報収集をしながら援助の必要性をアセスメントし、同時に援

助の提供方法を検討する場合もあります。 
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訪問時に解決できない事項は次回に持ち越し、継続した支援の中で効果的な支

援を行うことが必要です。 

その際には、次回の訪問目的を対象者に説明し、保健師の役割について理解を

得て信頼関係を築き、継続支援に繋げることも重要です。 

次回の訪問までの期間に対象者に連絡を取る必要がある場合も、近くに訪問す

る時に立ち寄る等、小まめに訪問・連絡を取るように心がけることが、対象者と

の信頼関係の形成に役立ちます。 

 

(6) 記録と報告 

訪問後すみやかに記録し、所属長に報告します。記録内容は、略語や専門用語は

使用せず、訪問目的・対象者の状態（健康・生活・社会的状況）・指導内容・判断・

今後の計画などを的確に記載します。 

緊急の対応を要する場合は、口頭で上司に報告し、組織的な判断を仰ぎます。 

 

(7) 事例検討 

複数の職種が対象者への支援を行っている場合は、他課、他機関と連携し、情報

を共有しあい、必要時には事例検討会議を行います。 

関係機関と連絡を密に取り、お互いの役割を理解し、効果的に援助を行うことが

必要です。 

事例検討は、困難事例が発生した時に行うだけではなく、事例への関わりの振り

返りや保健師らしい働きかけを導くなどの目的を持ち、定期的に行うことにより、

保健師の役割や専門性を確認することができます。 

 

(8) 事例管理 

継続支援が必要な事例と新規の事例については、優先順位を判断しタイムリーな

援助を行います。 

担当地区の訪問対象については、訪問指導基準、入手基準等に基づき必要な事項

を入手台帳に記載します。 

訪問後は、「母子保健情報システム」「特定健診・札幌市成人管理情報システム」

「保健福祉総合情報システム」等に入力し管理します。 

支援について定期的に進捗状況を管理し、もれが無いよう事例管理が必要となり

ます。管理にあたっては、上記システムや入手台帳等を活用します。支援の終結と

判断される場合には、随時、訪問対象者から除外します。 

また、記録等については、事例への対応経緯を記載し、組織的に対応できるよう

に管理しておくことが必要です。 

新規入手事例や処遇困難事例については、入手台帳の供覧をはじめ、支援状況等

を課内で情報共有しておくことも必要です。 
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(9) 家庭訪問から始まる地域ケアシステムの構築 

ア 家庭訪問と事業の連動 

家庭訪問は、それだけが単独の活動としてあるのではなく、さまざまな事業や

活動と連動しています。 

 

イ 家庭訪問と地区診断の連動 

家庭訪問において地域に出向くにあたっては、地域の環境や行き交う人々に目

を向けて地域の状況を把握します。 

また、家庭訪問する対象者を訪ねるのみならず、地域のキーパーソンである地

域の町内会や福祉のまち推進センターの役員、民生委員・主任児童委員等を訪ね

て地域の情報収集を行います。 

 

ウ 個別から集団、地域への支援に 

地域ケアシステムの構築も住民一人ひとりへの家庭訪問が発端となっており、

個別支援を大事にすることがシステム構築の原動力となります。 

地域においてケアシステムが充実することは、地域住民の健康が守られていく

基盤になります。 

 

(10)その他の支援方法 

個別支援の方法としては、家庭訪問以外に電話相談や面接相談等があり、電話、

面接から家庭訪問につながる場合も多くあります。 

 

 

  

相談の方法・場 留意点 

電話相談 

・聴き取るだけの対応でいいのか、あるいは言語の背後に隠された 
感情を把握する必要があるのか洞察する。 
・電話で語られることを事実としてとらえて対応するが、別の要素 
の可能性も念頭において対応する。 
・情報提供と助言だけで済む事例なのか、もっと真相を聞かねばな 
らない事例なのかを判断し、後者の場合はもう少し詳しく話しても 
らうように働きかける。 

来

所 

相

談 

面接相談 

・本人や家族の来所希望から面接相談の約束をする。（家庭訪問で 
は抵抗があるなど） 
・急な来所の場合でも対応する。 
・プライバシーが保護できる空間や部屋を使用する。 
・感情移入、暴力使用のある対象については、閉鎖空間を利用しな 
いようにする。 

事業実施時の 

個別相談 

・健診、健康相談、講演会などの事業実施の際に個別相談の場を利 
用する。 
・健診の流れの一環としての個別相談は、来所のニーズ表現にかか 
わらず保健師の個別相談に回す場合があるが、保健師の面接技術に 
よって深い問題を把握することができるので、どのような場合でも 
丁寧な面接を行うように留意する。 

※「保健師業務要覧」 

留意点 
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４ 地域におけるネットワークの構築 

 

  保健師は、住民主体の健康なまちづくりを目指して、地域のソーシャル・キャピタル

に立脚し、住民のニーズに即した活動を展開することが重要です。 

 そのためには、地域の人材を把握・育成し、ネットワークを構築することが必要とな

ります。 

 地域ネットワークの構築においては、長期的展望を持ち、関係者間における円滑な人

間関係、適切な役割分担と情報共有を図り、ＰＤＣＡを繰り返しながら進めることが重

要です。 

 

（1）地域ネットワークとは 

   ネットワークとは、情報や価値の共有がなされ、お互いが共通の目的と相互の関係を 

保ちながら、課題の解決を図るためのつながりのことです。 

保健師活動において、地域のネットワークを構築し活用することは、健康課題の解決

だけではなく、潜在化している問題を顕在化させ、新たな課題の発生予防にも有効です。 

地域の健康づくりや母子保健、介護予防、高齢者支援の推進のために、関係機関及び

住民とのネットワークにより、情報の共有（健康課題の共有化）を行い、課題解決のた

めの話し合いを働きかける等、保健師はコーディネーターとしての役割を担います。 

 

(2）ソーシャル・キャピタルとネットワーク（関係者）   

  ソーシャル・キャピタルは、「人と人との絆」「人と人との支えあい」に潜在し、その

基盤となるネットワークは以下のように分類されます。 

 

  ○  住民の生活の場としての地縁に基づくネットワーク 

（町内会、老人クラブ、こども会等） 

  ○  価値観や経験を共有し、健康課題の解決において強い動機をもつネットワーク

（食生活改善推進員、患者会等） 

  ○  児童生徒の活動の場とともに、保護者や地域住民との交流の場でもある学校 

  ○  労働者の健康管理を担うとともに、地域社会への社会的責任を果たすことを求め

られる企業・保険者 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・住民主体の展開を妨げない。 

 ・政策課題解決に向けて、各保健師が持っている多様なソーシャル・キャピタル 

を総合的に活用した取り組みを進める。 

・核となりうる人材が主体的に活動できるよう、知識や技術の習得の促進を図る 

など側面的に支援する。 

・協議会を設置するなど活動の基盤整備を行う。 

 

保健師活動における留意点 
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（3）地域のネットワーク 

「地域における見守り活動の推進と福祉ネットワークづくり」による活動の展開予想図 

  （Ｐ80参照） 

 

（4）ネットワーク構築の実際 

ア 地域のネットワークづくりに必要な日常の視点 

・日頃の活動の中でのキーパーソンの発掘 

  ・健康課題の把握と意識化 

  ・地域に存在する多様なコミュニティや人材との日常的なつながり 

  ・個と団体とのつながりへの戦略的な働きかけ 

   ・住民との健康課題の共有と目標設定を行い共通認識の下での活動 

   ・役割分担と各々の責務の確認 

 

イ 健康づくり事業におけるネットワーク構築の展開例（Ｐ81参照） 

  保健師活動には、様々な関係者が共通の目標に向かって、主体的に活動していく

ネットワークの構築が欠かせません。 

特に、「健康づくり事業におけるネットワーク構築の展開例」では、育成支援して

いるグループ及び自主的に健康づくりを実践しているグループ等をネットワーク化

し、構成員が主体となって、活動の向上が図られる段階と関わり方について表して

います。 

 

ウ 各区の活動事例 

    地域の課題を捉え、解決のために住民との協働により実施した事業について、事

業経過や保健師の役割、効果や今後の課題等を掲載しています。 

   

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【活動事例】 

＜母子保健＞ 

 事例 1 出会いふれあい健康広場(北区)     ・・・Ｐ82参照         

＜成人保健（健康づくり）＞   

   事例 2 東区パートナーシップヘルスケア事業 ・・・Ｐ83参照    

   事例 3 西区健康づくりネットワーク会    ・・・Ｐ85参照   

＜高齢者＞ 

 事例 4 北区ケア友の会（認知症の方を介護する男性介護者のつどい）・・・Ｐ88参照       

＜難 病＞ 

 事例 5 シェーグレン症候群患者交流会(手稲区) ・・・Ｐ90参照    

＜精 神＞ 

事例 6 中央区地域精神保健福祉連絡会      ・・・Ｐ92参照 
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(5) ネットワークの活用と人材育成 

地域の課題を解決するためには、現在活動している地域の人材を把握することが大

切です。地域には様々な自主的なグループ・ボランティアがあります。 

保健・福祉と直接的な関係があまりない組織に対しても、保健師は、積極的に地域

課題解決の意識を持って関わり、それぞれの組織を繋いでいく視点を持つことが重要

です。 

また、健康課題解決のために、必要な人材の育成を行うことも必要となります。 

人材を育成する際には、育成した人材を地域のネットワークと組み合わせるなど、

課題解決の仕組みづくり、環境づくりを行うことが重要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【ネットワークのための人材育成事業】        

＜成人保健＞   

    健康づくりサポーター等派遣事業 ・・・Ｐ95参照    

＜高齢者＞ 

  キャラバン・メイト育成事業   ・・・Ｐ96参照            

＜障がい＞ 

  発達障がいに関する家族支援事業 ・・・Ｐ97参照 
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５ 健康危機管理  

 

(1) 健康危機管理とは 

厚生労働省健康危機管理基本方針による健康危機管理とは、「医薬品、食中毒、感染

症、飲料水その他何らかの原因により生じる国民の生命、健康の安全を脅かす事態に

対して行われる健康被害の発生予防、拡大 防止、治療などに関する業務であって厚

生労働省の所管に属するものをいう」とされています。 

「その他何らかの原因」に、自然災害、犯罪、放射線事故、化学兵器や毒劇薬などの

よる大量殺傷型テロ事件なども想定されます。 

保健活動における健康危機管理は、「平常時」と「発生時」の二つに分けられます。 

「平常時」の活動は、緊急事態の対応手段を事前に可能な限り準備すること、日常業

務においてリスクを抑制する（『危険の芽を摘む』）こと、及び緊急事態へと向かう状態

を最小限に制御する（『迅速な初期消火』）ことがあげられます。 

「発生時」においては、危機原因により対応が異なるので関係機関と連携した組織的

な保健活動が必要です。 

保健師は、地区活動において、「健康被害の発生自体を未然に防ぎ、発生時にその健

康被害を最小限に抑えるために、平常時から危機管理の視点で関わる」という意識を持

つことが重要です。 

 

（2）「平常時」における地区活動 

ア 事前の準備 

   地域の医療機関、病院、警察、消防などとの連携が重要であり、緊急事態発生

時の連携体制を事前に確保することが必要です。 

また、公的あるいは専門的救助・救護活動が始まるまでは、住民の自助・共助

の活動が不可欠です。そのためには、住民に対して、日常的に危機管理スキルの

普及啓発活動を行うとともに、対話や意見交換を行い、信頼関係を構築しておく

ことが大切です。 

  さらに、「平常時」から要介護高齢者、障がい者、難病患者、外国人など要援護

者の把握をしておくことが、緊急事態発生時に優先順位を決定し、迅速な対応に

繋がります。 

 

イ リスクを抑制する 

地域の状況を十分に把握し、日常業務において健康被害の発生を未然に防止す

ることが必要です。感染症サーベイランスの情報や化学物質等の健康被害の可能

性に応じた予防対策を行います。 

 

ウ 危機状態の制御 

   感染症発症時などに迅速な対応を行うことが、集団感染や重篤化を未然に防ぐ

ことになります。 

医療をはじめ各種関係機関の体制状況を把握し、連携することが必要です。 
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 （3）感染症や食中毒等の集団発生時の保健活動 

大規模な集団発生時など迅速な対応が必要な場面では保健師が担当部署と連携し、 

以下の活動を行います。 

 

○対象者の健康情報の把握（健康調査や食事調査、接触者調査など） 

○患者・家族の相談、健康管理 

○住民への啓蒙・周知活動 

○不安緩和のための相談対応（巡回相談、電話相談等） 

○健康情報の蓄積と提供（医療機関情報など） 

○関係機関との情報の共有化（所内の連携会議や関係機関との対策会議に参画） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

(4) 札幌市における災害時の保健活動 

    詳細は、「札幌市災害時保健指導活動マニュアル」を参照して下さい。 

 

 

「札幌市新型インフルエンザ対策行動計画 」（平成 24年３月改正）、 

「札幌市感染症健康危機管理実施要領」（平成９年９月26日） 

「札幌市食中毒対策要綱」（平成９年９月26日衛生局長決裁） 

「有害物混入が疑われる健康被害発生時処理要領」（平成10年 9月 25日保健福祉局長決裁） 

具体的には… 
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Ⅳ 参考資料                            

 

１ 地区診断 

  

   ○ 各種統計・データ作成表（表１～４０） 

 

  ○ 関係機関、社会資源等の状況 

 

  ○ 地区診断シート 

 

  ○ コミュニティ・アズ・パートナーモデルによる情報の整理 

 

  ○ 健康課題の関連図 

 

  ○ 地域保健活動計画シート 
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故
自

殺

○
区

全
市

○
区

全
市

○
区

全
市

○
区

全
市

○
区

全
市

グ
ラ

フ
・
図

ア
セ

ス
メ

ン
ト

総
数

粗
死

亡
率

（
人

口
1
0
万

対
）

年
齢

調
整

死
亡

率
（
人

口
1
0
万

対
）

区
分

主
た

る
死

因
の

内
訳

H
　

　
年

度

H
　

　
年

度

H
　

　
年

度

H
　

　
年

度

H
　

　
年

度
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○
○

地
区

表
７

　
人

口
増

加
数

、
転

入
、

転
出

（
社

会
動

態
）

【
住

民
基

本
台

帳
　

人
口

動
態

】

総
数

道
内

道
外

総
数

道
内

道
外

総
数

道
内

道
外

○
区

全
市

○
区

全
市

○
区

全
市

○
区

全
市

○
区

全
市

グ
ラ

フ
・
図

ア
セ

ス
メ

ン
ト

増
加

数
転

入
転

出
区

分

H
　

　
年

度

H
　

　
年

度

H
　

　
年

度

H
　

　
年

度

H
　

　
年

度

- 40 -



○
○

地
区

表
８

　
悪

性
新

生
物

部
位

別
死

亡
状

況
【
札

幌
市

統
計

書
平

成
○

年
度

版
　

年
齢

、
死

因
簡

単
分

類
別

死
亡

者
数

】

食
道

胃
結

腸
直

腸
肝

胆
の

う
・
胆

道
膵

気
管

・
肺

乳
房

子
宮

白
血

病
○

区
全

市
○

区
全

市
○

区
全

市
○

区
全

市
○

区
全

市

グ
ラ

フ
・
図

ア
セ

ス
メ

ン
ト

区
分

総
数

部
位

別
内

訳

H
　

　
年

度

H
　

　
年

度

H
　

　
年

度

H
　

　
年

度

H
　

　
年

度
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○
○

区

表
９

　
胃

が
ん

検
診

年
次

推
移

　
※

デ
ー

タ
：
札

幌
市

衛
生

年
報

　
総

数
異

常
な

し
が

ん
で

あ
っ

た
も

の
が

ん
の

疑
い

の
あ

る
も

の
が

ん
以

外
の

疾
患

未
受

診
者

数

#
D

IV
/
0
!

#
D

IV
/
0
!

#
D

IV
/
0
!

#
D

IV
/
0
!

#
D

IV
/
0
!

総
数

異
常

な
し

が
ん

で
あ

っ
た

も
の

が
ん

の
疑

い
の

あ
る

も
の

が
ん

以
外

の
疾

患
未

受
診

者
数

#
D

IV
/
0
!

#
D

IV
/
0
!

#
D

IV
/
0
!

#
D

IV
/
0
!

#
D

IV
/
0
!

性
年

齢
階

級
別

　
（
平

成
　

　
年

度
）

　
※

デ
ー

タ
：
保

健
所

健
康

企
画

課

総
数

異
常

な
し

が
ん

で
あ

っ
た

も
の

が
ん

の
疑

い
の

あ
る

も
の

が
ん

以
外

の
疾

患
未

受
診

者
数

男
#
D

IV
/
0
!

女
#
D

IV
/
0
!

計
#
D

IV
/
0
!

男
#
D

IV
/
0
!

女
#
D

IV
/
0
!

計
#
D

IV
/
0
!

男
#
D

IV
/
0
!

女
#
D

IV
/
0
!

計
#
D

IV
/
0
!

男
#
D

IV
/
0
!

女
#
D

IV
/
0
!

計
#
D

IV
/
0
!

男
#
D

IV
/
0
!

女
#
D

IV
/
0
!

計
#
D

IV
/
0
!

男
#
D

IV
/
0
!

女
#
D

IV
/
0
!

計
#
D

IV
/
0
!

男
#
D

IV
/
0
!

女
#
D

IV
/
0
!

計
#
D

IV
/
0
!

男
0

0
#
D

IV
/
0
!

女
0

0
#
D

IV
/
0
!

計
0

0
#
D

IV
/
0
!

受
診

者
（
人

）
受

診
率

（
％

）

結
　

果

異
常

な
し

（
人

）

平
成

　
年

度

対
象

者
数

（
人

）
受

診
者

（
人

）
受

診
率

（
％

）

要
精

密
検

査
（
人

）

平
成

　
年

度

平
成

　
年

度

平
成

　
年

度

平
成

　
年

度

対
象

者
数

（
人

）

平
成

　
年

度

平
成

　
年

度

平
成

　
年

度

区
分

対
象

者
数

（
人

）

結
　

果

異
常

な
し

（
人

）
要

精
密

検
査

（
人

）

平
成

　
年

度

平
成

　
年

度

5
5
～

5
9
歳

6
0
～

6
4
歳

受
診

者
（
人

）
受

診
率

（
％

）

結
　

果

異
常

な
し

（
人

）
要

精
密

検
査

（
人

）

6
5
～

6
9
歳

7
0
歳

以
上

合
計区

分

○
　

○
　

区

区
分

札
　

幌
　

市

4
0
～

4
4
歳

4
5
～

4
9
歳

5
0
～

5
4
歳

- 42 -



○
○

区
表

１
０

　
大

腸
が

ん
検

診
年

次
推

移

　
※

デ
ー

タ
：
札

幌
市

衛
生

年
報

総
数

異
常

な
し

が
ん

で
あ

っ
た

も
の

が
ん

の
疑

い
の

あ
る

も
の

が
ん

以
外

の
疾

患
未

受
診

者
数

#
D

IV
/
0
!

#
D

IV
/
0
!

#
D

IV
/
0
!

#
D

IV
/
0
!

#
D

IV
/
0
!

総
数

異
常

な
し

が
ん

で
あ

っ
た

も
の

が
ん

の
疑

い
の

あ
る

も
の

が
ん

以
外

の
疾

患
未

受
診

者
数

#
D

IV
/
0
!

#
D

IV
/
0
!

#
D

IV
/
0
!

#
D

IV
/
0
!

#
D

IV
/
0
!

性
年

齢
階

級
別

　
（
平

成
　

　
年

度
）

　
※

デ
ー

タ
：
保

健
所

健
康

企
画

課

総
数

異
常

な
し

が
ん

で
あ

っ
た

も
の

が
ん

の
疑

い
の

あ
る

も
の

が
ん

以
外

の
疾

患
未

受
診

者
数

男
#
D

IV
/
0
!

女
#
D

IV
/
0
!

計
#
D

IV
/
0
!

男
#
D

IV
/
0
!

女
#
D

IV
/
0
!

計
#
D

IV
/
0
!

男
#
D

IV
/
0
!

女
#
D

IV
/
0
!

計
#
D

IV
/
0
!

男
#
D

IV
/
0
!

女
#
D

IV
/
0
!

計
#
D

IV
/
0
!

男
#
D

IV
/
0
!

女
#
D

IV
/
0
!

計
#
D

IV
/
0
!

男
#
D

IV
/
0
!

女
#
D

IV
/
0
!

計
#
D

IV
/
0
!

男
#
D

IV
/
0
!

女
#
D

IV
/
0
!

計
#
D

IV
/
0
!

男
0

0
#
D

IV
/
0
!

女
0

0
#
D

IV
/
0
!

計
0

0
#
D

IV
/
0
!

受
診

者
（
人

）
受

診
率

（
％

）

結
　

果

異
常

な
し

（
人

）
要

精
密

検
査

（
人

）

平
成

　
年

度

平
成

　
年

度

平
成

　
年

度

平
成

　
年

度

平
成

　
年

度

対
象

者
数

（
人

）

対
象

者
数

（
人

）
受

診
者

（
人

）
受

診
率

（
％

）

結
　

果

異
常

な
し

（
人

）
要

精
密

検
査

（
人

）

平
成

　
年

度

平
成

　
年

度

平
成

　
年

度

平
成

　
年

度

平
成

　
年

度

区
分

6
0
～

6
4
歳

6
5
～

6
9
歳

対
象

者
数

（
人

）
受

診
者

（
人

）
受

診
率

（
％

）

結
　

果

異
常

な
し

（
人

）
要

精
密

検
査

（
人

）

7
0
歳

以
上

合
計区

分

○
　

○
　

区

区
分

札
　

幌
　

市

4
0
～

4
4
歳

4
5
～

4
9
歳

5
0
～

5
4
歳

5
5
～

5
9
歳
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○
○

区
表

１
１

　
肺

が
ん

検
診

年
次

推
移

　
※

デ
ー

タ
：
札

幌
市

衛
生

年
報

総
数

異
常

な
し

が
ん

で
あ

っ
た

も
の

が
ん

の
疑

い
の

あ
る

も
の

が
ん

以
外

の
疾

患
未

受
診

者
数

#
D

IV
/
0
!

#
D

IV
/
0
!

#
D

IV
/
0
!

#
D

IV
/
0
!

#
D

IV
/
0
!

総
数

異
常

な
し

が
ん

で
あ

っ
た

も
の

が
ん

の
疑

い
の

あ
る

も
の

が
ん

以
外

の
疾

患
未

受
診

者
数

#
D

IV
/
0
!

#
D

IV
/
0
!

#
D

IV
/
0
!

#
D

IV
/
0
!

#
D

IV
/
0
!

性
年

齢
階

級
別

　
（
平

成
　

　
年

度
）

　
※

デ
ー

タ
：
保

健
所

健
康

企
画

課

総
数

異
常

な
し

が
ん

で
あ

っ
た

も
の

が
ん

の
疑

い
の

あ
る

も
の

が
ん

以
外

の
疾

患
未

受
診

者
数

男
#
D

IV
/
0
!

女
#
D

IV
/
0
!

計
#
D

IV
/
0
!

男
#
D

IV
/
0
!

女
#
D

IV
/
0
!

計
#
D

IV
/
0
!

男
#
D

IV
/
0
!

女
#
D

IV
/
0
!

計
#
D

IV
/
0
!

男
#
D

IV
/
0
!

女
#
D

IV
/
0
!

計
#
D

IV
/
0
!

男
#
D

IV
/
0
!

女
#
D

IV
/
0
!

計
#
D

IV
/
0
!

男
#
D

IV
/
0
!

女
#
D

IV
/
0
!

計
#
D

IV
/
0
!

男
#
D

IV
/
0
!

女
#
D

IV
/
0
!

計
#
D

IV
/
0
!

男
0

0
#
D

IV
/
0
!

女
0

0
#
D

IV
/
0
!

計
0

0
#
D

IV
/
0
!

受
診

者
（
人

）
受

診
率

（
％

）

結
　

果

異
常

な
し

（
人

）
要

精
密

検
査

（
人

）

平
成

　
年

度

平
成

　
年

度

平
成

　
年

度

平
成

　
年

度

平
成

　
年

度

対
象

者
数

（
人

）

対
象

者
数

（
人

）
受

診
者

（
人

）
受

診
率

（
％

）

結
　

果

異
常

な
し

（
人

）
要

精
密

検
査

（
人

）

平
成

　
年

度

平
成

　
年

度

平
成

　
年

度

平
成

　
年

度

平
成

　
年

度

区
分

6
0
～

6
4
歳

6
5
～

6
9
歳

対
象

者
数

（
人

）
受

診
者

（
人

）
受

診
率

（
％

）

結
　

果

異
常

な
し

（
人

）
要

精
密

検
査

（
人

）

7
0
歳

以
上

合
計区

分

○
　

○
　

区

区
分

札
　

幌
　

市

4
0
～

4
4
歳

4
5
～

4
9
歳

5
0
～

5
4
歳

5
5
～

5
9
歳
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○
○

区
表

１
２

　
乳

が
ん

検
診

年
次

推
移

　
※

デ
ー

タ
：
札

幌
市

衛
生

年
報

総
数

異
常

な
し

が
ん

で
あ

っ
た

も
の

が
ん

の
疑

い
の

あ
る

も
の

が
ん

以
外

の
疾

患
未

受
診

者
数

#
D

IV
/
0
!

#
D

IV
/
0
!

#
D

IV
/
0
!

#
D

IV
/
0
!

#
D

IV
/
0
!

総
数

異
常

な
し

が
ん

で
あ

っ
た

も
の

が
ん

の
疑

い
の

あ
る

も
の

が
ん

以
外

の
疾

患
未

受
診

者
数

#
D

IV
/
0
!

#
D

IV
/
0
!

#
D

IV
/
0
!

#
D

IV
/
0
!

#
D

IV
/
0
!

年
齢

階
級

別
　

（
平

成
　

　
年

度
）

　
※

デ
ー

タ
：
保

健
所

健
康

企
画

課

総
数

異
常

な
し

が
ん

で
あ

っ
た

も
の

が
ん

の
疑

い
の

あ
る

も
の

が
ん

以
外

の
疾

患
未

受
診

者
数

#
D

IV
/
0
!

#
D

IV
/
0
!

#
D

IV
/
0
!

#
D

IV
/
0
!

#
D

IV
/
0
!

#
D

IV
/
0
!

#
D

IV
/
0
!

0
0

#
D

IV
/
0
!

受
診

者
（
人

）
受

診
率

（
％

）

結
　

果

異
常

な
し

（
人

）
要

精
密

検
査

（
人

）

平
成

　
年

度

平
成

　
年

度

平
成

　
年

度

平
成

　
年

度

平
成

　
年

度

対
象

者
数

（
人

）

対
象

者
数

（
人

）

平
成

　
年

度

平
成

　
年

度

区
分

受
診

者
（
人

）
受

診
率

（
％

）

結
　

果

異
常

な
し

（
人

）
要

精
密

検
査

（
人

）

平
成

　
年

度

○
　

○
　

区

区
分

札
　

幌
　

市

対
象

者
数

（
人

）
受

診
者

（
人

）
受

診
率

（
％

）

結
　

果

異
常

な
し

（
人

）
要

精
密

検
査

（
人

）

平
成

　
年

度

5
5
～

5
9
歳

6
0
～

6
4
歳

6
5
～

6
9
歳

7
0
歳

以
上

合
計

区
分

4
0
～

4
4
歳

4
5
～

4
9
歳

5
0
～

5
4
歳

平
成

　
年

度
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○
○

区
表

１
３

　
子

宮
が

ん
検

診
年

次
推

移

　
※

デ
ー

タ
：
札

幌
市

衛
生

年
報

総
数

異
常

な
し

が
ん

で
あ

っ
た

も
の

が
ん

の
疑

い
の

あ
る

も
の

が
ん

以
外

の
疾

患
未

受
診

者
数

#
D

IV
/
0
!

#
D

IV
/
0
!

#
D

IV
/
0
!

#
D

IV
/
0
!

#
D

IV
/
0
!

総
数

異
常

な
し

が
ん

で
あ

っ
た

も
の

が
ん

の
疑

い
の

あ
る

も
の

が
ん

以
外

の
疾

患
未

受
診

者
数

#
D

IV
/
0
!

#
D

IV
/
0
!

#
D

IV
/
0
!

#
D

IV
/
0
!

#
D

IV
/
0
!

年
齢

階
級

別
　

（
平

成
　

　
年

度
）

　
※

デ
ー

タ
：
保

健
所

健
康

企
画

課

総
数

異
常

な
し

が
ん

で
あ

っ
た

も
の

が
ん

の
疑

い
の

あ
る

も
の

が
ん

以
外

の
疾

患
未

受
診

者
数

#
D

IV
/
0
!

#
D

IV
/
0
!

#
D

IV
/
0
!

#
D

IV
/
0
!

#
D

IV
/
0
!

#
D

IV
/
0
!

#
D

IV
/
0
!

#
D

IV
/
0
!

#
D

IV
/
0
!

#
D

IV
/
0
!

#
D

IV
/
0
!

0
0

#
D

IV
/
0
!

区
分

○
　

○
　

区

対
象

者
数

（
人

）
受

診
者

（
人

）
受

診
率

（
％

）

結
　

果
異

常
な

し
（
人

）
要

精
密

検
査

（
人

）

区
分

札
　

幌
　

市

平
成

　
年

度
平

成
　

年
度

平
成

　
年

度
平

成
　

年
度

平
成

　
年

度

5
5
～

5
9
歳

6
5
～

6
9
歳

結
　

果
異

常
な

し
（
人

）
要

精
密

検
査

（
人

）

平
成

　
年

度
平

成
　

年
度

対
象

者
数

（
人

）
受

診
者

（
人

）
受

診
率

（
％

）

平
成

　
年

度

区
分

合
計

対
象

者
数

（
人

）
受

診
者

（
人

）
受

診
率

（
％

）

7
0
歳

以
上

4
5
～

4
9
歳

3
5
～

3
9
歳

4
0
～

4
4
歳

結
　

果

異
常

な
し

（
人

）
要

精
密

検
査

（
人

）

5
0
～

5
4
歳

6
0
～

6
4
歳

平
成

　
年

度

平
成

　
年

度

2
0
～

2
4
歳

2
5
～

2
9
歳

3
0
～

3
4
歳

- 46 -



○
○

地
区

表
１

４
　

住
民

集
団

健
診

年
次

推
移

　
※

デ
ー

タ
：
保

健
所

健
康

企
画

課

平
成

　
年

度

平
成

　
年

度

平
成

　
年

度

平
成

　
年

度

平
成

　
年

度

住
民

集
団

健
診

会
場

別
受

診
数

　
※

デ
ー

タ
：
保

健
所

健
康

企
画

課

特
定

健
診

後
期

高
齢

者
健

診
特

定
健

診
後

期
高

齢
者

健
診

特
定

健
診

後
期

高
齢

者
健

診
特

定
健

診
後

期
高

齢
者

健
診

特
定

健
診

後
期

高
齢

者
健

診
実

施
会

場
名

平
成

　
　

年
度

平
成

　
　

年
度

平
成

　
　

年
度

区
分

○
○

区

特
定

健
診

（
人

）

後
期

高
齢

者
健

診
（
人

）

札
幌

市

特
定

健
診

（
人

）

平
成

　
　

年
度

平
成

　
　

年
度

後
期

高
齢

者
健

診
（
人

）
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○
○

区
表

１
５

　
結

核
登

録
患

者
数

年
次

推
移

性
年

齢
階

級
別

（
平

成
　

　
年

）

男
#
D

IV
/
0
!

#
D

IV
/
0
!

女
#
D

IV
/
0
!

#
D

IV
/
0
!

計
#
D

IV
/
0
!

#
D

IV
/
0
!

男
#
D

IV
/
0
!

#
D

IV
/
0
!

女
#
D

IV
/
0
!

#
D

IV
/
0
!

計
#
D

IV
/
0
!

人
口

：
各

年
1
0
月

1
日

現
在

人
口

男
#
D

IV
/
0
!

女
#
D

IV
/
0
!

計
#
D

IV
/
0
!

男
#
D

IV
/
0
!

女
#
D

IV
/
0
!

計
#
D

IV
/
0
!

#
D

IV
/
0
!

男
#
D

IV
/
0
!

#
D

IV
/
0
!

女
#
D

IV
/
0
!

#
D

IV
/
0
!

計
#
D

IV
/
0
!

#
D

IV
/
0
!

男
#
D

IV
/
0
!

#
D

IV
/
0
!

女
#
D

IV
/
0
!

人
口

：
各

年
1
0
月

1
日

現
在

人
口

計
#
D

IV
/
0
!

男
#
D

IV
/
0
!

女
#
D

IV
/
0
!

保
険

種
別

（
平

成
　

　
年

）
計

#
D

IV
/
0
!

男
#
D

IV
/
0
!

女
#
D

IV
/
0
!

人
数

計
#
D

IV
/
0
!

割
合

#
D

IV
/
0
!

#
D

IV
/
0
!

#
D

IV
/
0
!

男
#
D

IV
/
0
!

女
#
D

IV
/
0
!

　
※

デ
ー

タ
：
保

健
所

感
染

症
総

合
対

策
課

男
#
D

IV
/
0
!

男
#
D

IV
/
0
!

女
#
D

IV
/
0
!

計
#
D

IV
/
0
!

男
0

0
#
D

IV
/
0
!

女
0

0
#
D

IV
/
0
!

計
0

0
#
D

IV
/
0
!

人
口

：
各

年
1
0
月

1
日

現
在

人
口

7
0
～

7
9
歳

8
0
歳

以
上

新
規

登
録

者
数

（
人

）

り
患

率
（
人

口
1
0
万

対
）

区
分

人
口

（
人

）

3
0
～

3
9
歳

4
0
～

4
9
歳

後
期

高
齢

そ
の

他

平
成

　
年

新
規

登
録

者
数

（
人

）

り
患

率
（
人

口
1
0
万

対
）

喀
痰

塗
抹

陽
性

（
再

掲
）

喀
痰

塗
抹

陽
性

割
合

（
％

）

平
成

　
年

０
～

4
歳

平
成

　
年

平
成

　
年

人
口

（
人

）

平
成

　
年

5
～

9
歳

平
成

　
年

人
口

（
人

）

新
規

登
録

者
数

（
人

）

り
患

率
（
人

口
1
0
万

対
）

5
0
～

5
9
歳

6
0
～

6
9
歳

平
成

　
年

平
成

　
年

平
成

　
年

平
成

　
年

合
計

区
分

○
○

区

区
分

札
幌

市

1
0
～

１
9
歳

2
0
～

2
9
歳

区
分

新
登

録
者

数
生

活
保

護
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○
○

区

表
１

６
　

特
定

健
診

（
国

民
健

康
保

険
）
・
後

期
高

齢
者

健
診

　
　

健
診

受
診

率
等

年
次

推
移

対
象

者
数

受
診

者
数

受
診

率
メ

タ
ボ

該
当

者
メ

タ
ボ

予
備

群
メ

タ
ボ

該
当

者
＋

メ
タ

ボ
予

備
群

平
成

　
　

　
年

度

平
成

　
　

　
年

度

平
成

　
　

　
年

度

平
成

　
　

　
年

度

平
成

　
　

　
年

度

対
象

者
数

受
診

者
数

受
診

率
メ

タ
ボ

該
当

者
メ

タ
ボ

予
備

群
メ

タ
ボ

該
当

者
＋

メ
タ

ボ
予

備
群

平
成

　
　

　
年

度

平
成

　
　

　
年

度

平
成

　
　

　
年

度

平
成

　
　

　
年

度

平
成

　
　

　
年

度

対
象

者
数

受
診

者
数

受
診

率
メ

タ
ボ

該
当

者
メ

タ
ボ

予
備

群
メ

タ
ボ

該
当

者
＋

メ
タ

ボ
予

備
群

平
成

　
　

　
年

度

平
成

　
　

　
年

度

平
成

　
　

　
年

度

平
成

　
　

　
年

度

平
成

　
　

　
年

度○
○

連
町

特
定

健
診

○
○

区

特
定

健
診

札
幌

市

特
定

健
診
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○
○

区

表
１

７
　

特
定

健
診

（
国

民
健

康
保

険
）
　

後
期

高
齢

者
健

診
　

　
健

診
有

所
見

者
状

況
(保

健
指

導
判

定
値

・
受

診
勧

奨
判

定
値

）
平

成
　

　
　

年
度

男
女

男
女

男
女

男
女

男
女

男
女

男
女

男
女

男
女

対
象

者
数

受
診

者
数

受
診

率

腹
囲

B
M

I

収
縮

期
血

圧

拡
張

期
血

圧

中
性

脂
肪

H
D

L
ｺ
ﾚ
ｽ

ﾃ
ﾛ
ｰ

ﾙ

L
D

L
ｺ
ﾚ
ｽ

ﾃ
ﾛ
ｰ

ﾙ

空
腹

時
血

糖

ﾍ
ﾓ
ｸ
ﾞﾛ

ﾋ
ﾞﾝ

A
1
c

A
S
T
(G

O
T
)

A
L
T
(G

P
T
)

γ
-
G

T
(γ

G
T
P
)

尿
蛋

白

男
女

男
女

男
女

男
女

男
女

男
女

男
女

男
女

男
女

対
象

者
数

受
診

者
数

受
診

率

腹
囲

B
M

I

収
縮

期
血

圧

拡
張

期
血

圧

中
性

脂
肪

H
D

L
ｺ
ﾚ
ｽ

ﾃ
ﾛ
ｰ

ﾙ

L
D

L
ｺ
ﾚ
ｽ

ﾃ
ﾛ
ｰ

ﾙ

空
腹

時
血

糖

ﾍ
ﾓ
ｸ
ﾞﾛ

ﾋ
ﾞﾝ

A
1
c

A
S
T
(G

O
T
)

A
L
T
(G

P
T
)

γ
-
G

T
(γ

G
T
P
)

尿
蛋

白

男
女

男
女

男
女

男
女

男
女

男
女

男
女

男
女

男
女

対
象

者
数

受
診

者
数

受
診

率

腹
囲

B
M

I

収
縮

期
血

圧

拡
張

期
血

圧

中
性

脂
肪

H
D

L
ｺ
ﾚ
ｽ

ﾃ
ﾛ
ｰ

ﾙ

L
D

L
ｺ
ﾚ
ｽ

ﾃ
ﾛ
ｰ

ﾙ

空
腹

時
血

糖

ﾍ
ﾓ
ｸ
ﾞﾛ

ﾋ
ﾞﾝ

A
1
c

A
S
T
(G

O
T
)

A
L
T
(G

P
T
)

γ
-
G

T
(γ

G
T
P
)

尿
蛋

白

【
デ

ー
タ

の
出

典
　

　
特

定
保

健
指

導
シ

ス
テ

ム
よ

り
集

計
】

7
5
歳

以
上

5
0
～

5
4
歳

5
5
～

5
9
歳

特 定 健 診

6
0
～

6
4
歳

6
5
～

6
9
歳

7
0
～

7
4
歳

特 定 健 診 有 所 見 状 況

○
○

区
総

数
4
0
～

4
4
歳

4
5
～

4
9
歳

○
○

連
町

総
数

4
0
～

4
4
歳

4
5
～

4
9
歳

5
5
～

5
9
歳

6
0
～

6
4
歳

6
5
～

6
9
歳

7
0
～

7
4
歳

7
5
歳

以
上

5
0
～

5
4
歳

5
5
～

5
9
歳

6
0
～

6
4
歳

6
5
～

6
9
歳

7
0
～

7
4
歳

特 定 健 診 特 定 健 診 有 所 見 状 況

7
5
歳

以
上

特 定 健 診 特 定 健 診 有 所 見 状 況

札
幌

市
総

数
4
0
～

4
4
歳

4
5
～

4
9
歳

5
0
～

5
4
歳
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○
○

区

表
1
８

　
特

定
健

診
　

(
国

民
健

康
保

険
）

・
後

期
高

齢
者

健
診

　
メ

タ
ボ

リ
ッ

ク
シ

ン
ド

ロ
ー

ム
該

当
者

・
予

備
群

の
年

齢
階

級
別

内
訳

平
成

○
○

年
○

○
月

○
○

日
～

平
成

○
○

年
○

○
月

○
○

日
受

診

人
数

割
合

①
割

合
②

人
数

割
合

①
割

合
②

人
数

割
合

①
割

合
②

人
数

割
合

①
割

合
②

人
数

割
合

①
割

合
②

人
数

割
合

①
割

合
②

人
数

割
合

①
割

合
②

人
数

割
合

①
割

合
②

人
数

割
合

①
割

合
②

（
受

診
率

％
）

①

高
血

糖
高

血
圧

脂
質

異
常

腹
囲

の
み

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

人
数

割
合

①
割

合
②

人
数

割
合

①
割

合
②

人
数

割
合

①
割

合
②

人
数

割
合

①
割

合
②

人
数

割
合

①
割

合
②

人
数

割
合

①
割

合
②

人
数

割
合

①
割

合
②

人
数

割
合

①
割

合
②

人
数

割
合

①
割

合
②

（
受

診
率

％
）

①

高
血

糖
高

血
圧

脂
質

異
常

腹
囲

の
み

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

人
数

割
合

①
割

合
②

人
数

割
合

①
割

合
②

人
数

割
合

①
割

合
②

人
数

割
合

①
割

合
②

人
数

割
合

①
割

合
②

人
数

割
合

①
割

合
②

人
数

割
合

①
割

合
②

人
数

割
合

①
割

合
②

人
数

割
合

①
割

合
②

（
受

診
率

％
）

①

高
血

糖
高

血
圧

脂
質

異
常

腹
囲

の
み

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

【
デ

ー
タ

の
出

典
　

　
特

定
保

健
指

導
シ

ス
テ

ム
よ

り
集

計
】

○
○

連
町

総
数

4
0
-
4
4
歳

4
5
-
4
9
歳

5
0
-
5
4
歳

5
5
-
5
9
歳

6
0
-
6
4
歳

6
5
-
6
9
歳

7
0
-
7
4
歳

7
5
歳

以
上

被
保

険
者

健
診

受
診

者
数
腹

囲
有

所
見

者
②

(
再

)
有

所
見

者
の

重
複

状
況

予
備

群

該
当

者

メ
タ

ボ
リ

ッ
ク

シ
ン

ド
ロ

ー
ム

予
備

群
メ

タ
ボ

リ
ッ

ク
シ

ン
ド

ロ
ー

ム
該

当
者

○
○

区
総

数
4
0
-
4
4
歳

4
5
-
4
9
歳

5
0
-
5
4
歳

5
5
-
5
9
歳

6
0
-
6
4
歳

6
5
-
6
9
歳

7
0
-
7
4
歳

7
0
-
7
4
歳

被
保

険
者

健
診

受
診

者
数
腹

囲
有

所
見

者
②

(
再

)
有

所
見

者
の

重
複

状
況

予
備

群

該
当

者

メ
タ

ボ
リ

ッ
ク

シ
ン

ド
ロ

ー
ム

予
備

群
メ

タ
ボ

リ
ッ

ク
シ

ン
ド

ロ
ー

ム
該

当
者

札
幌

市
総

数
4
0
-
4
4
歳

4
5
-
4
9
歳

5
0
-
5
4
歳

5
5
-
5
9
歳

6
0
-
6
4
歳

6
5
-
6
9
歳

7
0
-
7
4
歳

7
0
-
7
4
歳

メ
タ

ボ
リ

ッ
ク

シ
ン

ド
ロ

ー
ム

予
備

群
メ

タ
ボ

リ
ッ

ク
シ

ン
ド

ロ
ー

ム
該

当
者

被
保

険
者

健
診

受
診

者
数
腹

囲
有

所
見

者
②

(
再

)
有

所
見

者
の

重
複

状
況

予
備

群

該
当

者
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○
○

区

表
１

９
　

特
定

保
健

指
導

（
国

民
健

康
保

険
）
 初

回
面

接
実

施
数

年
次

推
移

対
象

者
数

利
用

者
数

利
用

率
対

象
者

数
利

用
者

数
利

用
率

対
象

者
数

利
用

者
数

利
用

率

平
成

　
　

　
年

度

平
成

　
　

　
年

度

平
成

　
　

　
年

度

平
成

　
　

　
年

度

平
成

　
　

　
年

度

対
象

者
数

利
用

者
数

利
用

率
対

象
者

数
利

用
者

数
利

用
率

対
象

者
数

利
用

者
数

利
用

率

平
成

　
　

　
年

度

平
成

　
　

　
年

度

平
成

　
　

　
年

度

平
成

　
　

　
年

度

平
成

　
　

　
年

度

対
象

者
数

利
用

者
数

利
用

率
対

象
者

数
利

用
者

数
利

用
率

対
象

者
数

利
用

者
数

利
用

率

平
成

　
　

　
年

度

平
成

　
　

　
年

度

平
成

　
　

　
年

度

平
成

　
　

　
年

度

平
成

　
　

　
年

度

○
○

区

特
定

保
健

指
導

服
薬

中
対

象
除

外
者

数
動

機
付

け
支

援
積

極
的

支
援

総
　

　
　

数

特
定

保
健

指
導

服
薬

中
対

象
除

外
者

数
動

機
付

け
支

援
積

極
的

支
援

総
　

　
　

数
○

○
連

町

札
幌

市

特
定

保
健

指
導

服
薬

中
対

象
除

外
者

数
動

機
付

け
支

援
積

極
的

支
援

総
　

　
　

数
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○
○

区

表
２

０
　

特
定

保
健

指
導

（
国

民
健

康
保

険
）
　

初
回

面
接

実
施

数
の

年
齢

階
級

別
内

訳
平

成
　

　
年

度
健

診
受

診
者

男
女

男
女

男
女

男
女

男
女

男
女

男
女

男
女

男
女

対
象

者
数

利
用

者
数

利
用

率

対
象

者
数

利
用

者
数

利
用

率

男
女

男
女

男
女

男
女

男
女

男
女

男
女

男
女

男
女

対
象

者
数

利
用

者
数

利
用

率

対
象

者
数

利
用

者
数

利
用

率

男
女

男
女

男
女

男
女

男
女

男
女

男
女

男
女

男
女

対
象

者
数

利
用

者
数

利
用

率

対
象

者
数

利
用

者
数

利
用

率

6
0
～

6
4歳

6
5
～

6
9
歳

7
0
～

7
4
歳

7
5
歳

以
上

6
0
～

6
4歳

6
5
～

6
9
歳

7
0
～

7
4
歳

7
5
歳

以
上

積 極 的 支 援 動 機 付 け 支 援

○
○

連
町

総
数

4
0
～

4
4
歳

4
5
～

4
9
歳

5
0
～

5
4
歳

5
5
～

5
9
歳

積 極 的 支 援 動 機 付 け 支 援

○
○

区
総

数
4
0
～

4
4
歳

4
5
～

4
9
歳

5
0
～

5
4
歳

5
5
～

5
9
歳

7
0
～

7
4
歳

7
5
歳

以
上

5
0
～

5
4
歳

5
5
～

5
9
歳

6
0～

6
4
歳

6
5
～

6
9
歳

積 極 的 支 援 動 機 付 け 支 援

札
幌

市
総

数
4
0
～

4
4
歳

4
5
～

4
9
歳
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○
○

地
区

表
２

１
　

介
護

保
険

制
度

 【
デ

ー
タ

の
出

典
：
札

幌
市

の
要

介
護

認
定

の
状

況
～

毎
月

統
計

】

○
　

要
介

護
認

定
者

数

要
支

援
1

要
支

援
2

要
介

護
1

要
介

護
2

要
介

護
3

要
介

護
4

要
介

護
5

要
支

援
1

要
支

援
2

要
介

護
1

要
介

護
2

要
介

護
3

要
介

護
4

要
介

護
5

A
L
S

後
従

靭
帯

骨
化

症
骨

粗
し

ょ
う

症
多

系
統

萎
縮

症
初

老
期

認
知

症
脊

髄
小

脳
変

性
症

脊
柱

管
狭

窄
症

早
老

症
Ｄ

Ｍ
性

障
害

脳
血

管
疾

患

パ
ー

キ
ン

ソ
ン

病
関

連
疾

患

閉
塞

性
動

脈
硬

化
症

関
節

リ
ウ

マ
チ

慢
性

閉
塞

性
肺

疾
患

変
形

性
室

関
節

症
末

期
が

ん

　
　

　
　

　

Ａ
Ｌ

Ｓ
後

従
靭

帯
骨

化
症

骨
粗

し
ょ

う
症

多
系

統
萎

縮
症

初
老

期
認

知
症

脊
髄

小
脳

変
性

症
脊

柱
管

狭
窄

症
早

老
症

Ｄ
Ｍ

性
障

害
脳

血
管

疾
患

パ
ー

キ
ン

ソ
ン

病
関

連
疾

患

閉
塞

性
動

脈
硬

化
症

関
節

リ
ウ

マ
チ

慢
性

閉
塞

性
肺

疾
患

変
形

性
室

関
節

症
末

期
が

ん

　
　

　
　

　

　
　

年
度

　
 年

度

年
度

　
　

年
度

　
　

年
度

　
 年

度

区
分

札
幌

市

介
護

保
険

認
定

者
数

特
定

疾
病

　
　

年
度

　
　

年
度

　
　

年
度

区
分

○
○

区

介
護

保
険

認
定

者
数

特
定

疾
病

年
度

年
度

○
　

特
定

疾
病

の
状

況
　

※
下

段
％

　
　

年
度

　
　

年
度

　
　

年
度

　
　

年
度

<
第

２
号

被
保

険
者

4
0
歳

～
6
4
歳

の
状

況
>
　

※
下

段
％

区
分

○
○

区
札

幌
市

4
0
～

6
4
歳

人
口

介
護

保
険

認
定

者
数

介
護

度
内

訳

4
0
～

6
4
歳

人
口

介
護

保
険

認
定

者
数

介
護

度
内

訳
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○
○

地
区

表
２

２
　

介
護

保
険

制
度

 【
デ

ー
タ

の
出

典
：
札

幌
市

の
要

介
護

認
定

の
状

況
～

毎
月

統
計

】

<
第

１
号

被
保

険
者

6
5
歳

の
状

況
>
　

※
下

段
％

○
　

要
介

護
認

定
者

数

要
支

援
1

要
支

援
2

要
介

護
1

要
介

護
2

要
介

護
3

要
介

護
4

要
介

護
5

要
支

援
1

要
支

援
2

要
介

護
1

要
介

護
2

要
介

護
3

要
介

護
4

要
介

護
5

年
度

　
　

年
度

　
　

年
度

高
齢

者
人

口
介

護
保

険
認

定
者

数

介
護

度
内

訳

高
齢

者
人

口

　
　

年
度

介
護

保
険

認
定

者
数

介
護

度
内

訳

　
　

年
度

区
分

○
○

区
札

幌
市
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○
○

地
区

表
２

３
　

介
護

保
険

制
度

　
【
デ

ー
タ

の
出

典
：
現

在
は

、
シ

ス
テ

ム
課

に
依

頼
し

抽
出

し
て

も
ら

っ
て

い
る

が
、

今
後

の
保

福
シ

ス
テ

ム
の

改
修

の
際

に
抽

出
で

き
る

よ
う

に
調

整
中

】

自
立

Ⅰ
Ⅱ

ａ
Ⅱ

ｂ
Ⅲ

ａ
Ⅲ

ｂ
Ⅳ

Ｍ
記

載
な

し
自

立
Ⅰ

Ⅱ
ａ

Ⅱ
ｂ

Ⅲ
ａ

Ⅲ
ｂ

Ⅳ
Ｍ

記
載

な
し

　
　

　
　

　
　

　
　

8
6
4

4
4
4

2
4
6

3
0
9

2
0
3

2
6

1
1
7

4
1
2

3
8
.8

%
2
0
.0

%
1
1
.1

%
1
3
.9

%
9
.1

%
1
.2

%
5
.3

%
0
.2

%
0
.5

%

自
立

Ⅰ
Ⅱ

ａ
Ⅱ

ｂ
Ⅲ

ａ
Ⅲ

ｂ
Ⅳ

Ｍ
記

載
な

し
自

立
Ⅰ

Ⅱ
ａ

Ⅱ
ｂ

Ⅲ
ａ

Ⅲ
ｂ

Ⅳ
Ｍ

記
載

な
し

　
　

　
　

　
　

　
　

1
2
,9

2
9

2
1
,5

9
9

9
,6

1
7

1
5
,9

5
5

1
1
,1

2
5

2
,2

3
5

4
,0

4
0

9
1

5
4
6

1
6
.5

%
2
7
.6

%
1
2
.3

%
2
0
.4

%
1
4
.2

%
2
.9

%
5
.2

%
0
.1

%
0
.7

%

<
認

知
症

高
齢

者
の

割
合

> Ⅱ
ａ

Ⅱ
ｂ

Ⅲ
ａ

Ⅲ
ｂ

Ⅳ
Ｍ

Ⅱ
ａ

Ⅱ
ｂ

Ⅲ
ａ

Ⅲ
ｂ

Ⅳ
Ｍ

4
0
3
,5

4
0

9
,6

1
7

1
5
,9

5
5

1
1
,1

2
5

2
,2

3
5

4
,0

4
0

9
1

0
.0

%
2
.4

%
4
.0

%
2
.8

%
0
.6

%
1
.0

%
0
.0

%

　
　

年
度

　
 年

度

Ｈ
2
3
年

度

　
　

年
度

　
　

年
度

　
 年

度

○
○

区
札

幌
市

高
齢

者
人

口
認

知
症

高
齢

者
数

高
齢

者
人

口
認

知
症

高
齢

者
数

区
分

　
　

年
度

　
　

年
度

認
知

症
高

齢
者

の
日

常
生

活
自

立
度

Ｈ
2
3
年

度
7
8
,1

3
7

　
　

年
度

　
 年

度

<
認

知
症

高
齢

者
の

日
常

生
活

自
立

度
　

第
１

号
被

保
険

者
6
5
歳

～
>
　

※
下

段
％

区
分

○
○

区
札

幌
市

介
護

保
険

認
定

者
数

認
知

症
高

齢
者

の
日

常
生

活
自

立
度

介
護

保
険

認
定

者
数

　
　

年
度

　
　

年
度

Ｈ
2
3
年

度
2
,2

2
5

　
　

年
度

<
認

知
症

高
齢

者
の

日
常

生
活

自
立

度
　

第
２

号
被

保
険

者
4
0
歳

～
6
4
歳

>
　

※
下

段
％

区
分

○
○

区
札

幌
市

介
護

保
険

認
定

者
数

認
知

症
高

齢
者

の
日

常
生

活
自

立
度

介
護

保
険

認
定

者
数

認
知

症
高

齢
者

の
日

常
生

活
自

立
度
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○
○

地
区

表
２

４
　

精
神

保
健

精
神

障
害

者
把

握
数

ｱ
ﾙ

ﾂ
ﾊ

ｲ
ﾏ
ｰ

病
の

認
知

症
血

管
性

認
知

症
そ

の
他

小
計

ア
ル

コ
ー

ル
覚

せ
い

剤
そ

の
他

小
計

　
　

　
　

　

ｱ
ﾙ

ﾂ
ﾊ

ｲ
ﾏ
ｰ

病
の

認
知

症
血

管
性

認
知

症
そ

の
他

小
計

ア
ル

コ
ー

ル
覚

せ
い

剤
そ

の
他

小
計

　
　

　
　

　

※
資

料
：
札

幌
市

衛
生

年
報

精
神

作
用

物
質

に
よ

る
精

神
お

よ
び

行
動

の
障

害

統
合

失
調

症
知

的
障

害
心

理
的

発
達

の
障

害

区
分

○
○

区

総
数

有
病

率
（
人

口
千

対
）

そ
の

他
器

質
性

精
神

障
害

小
児

期
及

び
青

年
期

の
行

動
及

び
情

緒
障

害
、

特
定

不
能

の
精

神
障

害

て
ん

か
ん

年 年

気
分

（
感

情
）
障

害
神

経
症

性
障

害
生

理
的

障
害

及
び

身
体

的
要

因
の

行
動

症
候

群

成
人

の
人

格
及

び
行

動
の

障
害

年 年 年

そ
の

他
器

質
性

精
神

障
害

小
児

期
及

び
青

年
期

の
行

動
及

び
情

緒
障

害
、

特
定

不
能

の
精

神
障

害

て
ん

か
ん

精
神

作
用

物
質

に
よ

る
精

神
お

よ
び

行
動

の
障

害

統
合

失
調

症

年

気
分

（
感

情
）
障

害
神

経
症

性
障

害
知

的
障

害
心

理
的

発
達

の
障

害

区
分

札
幌

市

総
数

有
病

率
（
人

口
千

対
）

年

生
理

的
障

害
及

び
身

体
的

要
因

の
行

動
症

候
群

成
人

の
人

格
及

び
行

動
の

障
害

年 年年
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○
○

地
区

表
２

５
　

精
神

障
害

者
受

療
状

況

入
院

総
数

措
置

入
院

医
療

保
護

入
院

そ
の

他
の

入
院

通
院

総
数

自
立

支
援

医
療

に
よ

る
通

院
そ

の
他

の
通

院

　
　

　
　

入
院

総
数

措
置

入
院

医
療

保
護

入
院

そ
の

他
の

入
院

通
院

総
数

自
立

支
援

医
療

に
よ

る
通

院
そ

の
他

の
通

院

　
　

　
　

※
資

料
：
札

幌
市

衛
生

年
報

区
分

○
○

区

総
数

入
院

通
院

そ
の

他

年 年 年 年 年

区
分

札
幌

市

総
数

入
院

通
院

そ
の

他

年 年年 年 年
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○
○

地
区

表
２

６
　

精
神

保
健

福
祉

法
に

基
づ

く
通

報
・
届

出

※
資

料
：
札

幌
市

衛
生

年
報

【
そ

の
他

の
参

考
情

報
】
精

神
保

健
福

祉
資

料
（
都

道
府

県
別

の
精

神
保

健
福

祉
情

報
を

掲
載

）

区
分

○
○

区

総
数

診
察

及
び

保
護

申
請

（
２

３
条

）
警

察
官

通
報

（
２

４
条

）
検

察
官

通
報

（
２

５
条

）
保

護
観

察
所

通
報

（
２

５
条

-
2
）

矯
正

施
設

の
長

の
通

報
（
２

６
条

）

精
神

病
院

の
管

理
者

の
届

出
（
２

６
条

の
2
）

措
置

入
院

年 年 年 年 年

区
分

札
幌

市

総
数

診
察

及
び

保
護

申
請

（
２

３
条

）
警

察
官

通
報

（
２

４
条

）
検

察
官

通
報

（
２

５
条

）
保

護
観

察
所

通
報

（
２

５
条

-
2
）

矯
正

施
設

の
長

の
通

報
（
２

６
条

）

精
神

病
院

の
管

理
者

の
届

出
（
２

６
条

の
2
）

措
置

入
院

年 年年 年 年
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○
○

地
区

表
２

７
　

精
神

保
健

福
祉

手
帳

登
録

数

※
資

料
：
衛

生
行

政
報

告
例

（
保

健
所

健
康

推
進

係
ま

た
は

、
精

神
医

療
福

祉
係

へ
照

会
）

区
分

札
幌

市
１

級
２

級
３

級
合

計

年
度

末
現

在
（
再

掲
）

新
規

交
付

数
年

度
末

現
在

（
再

掲
）

新
規

交
付

数
年

度
末

現
在

（
再

掲
）

新
規

交
付

数
年

度
末

現
在

（
再

掲
）

新
規

交
付

数

平
成

2
3
年

度
1
,0

1
6

1
2
5

9
,7

4
4

7
9
9

6
,1

1
6

1
,2

4
8

1
6
,8

7
6

2
,1

7
2

年
度

年
度

年
度

年
度

- 60 -



○
○

地
区

表
２

８
　

自
殺

者
の

推
移

※
内

閣
府

：
地

域
に

お
け

る
自

殺
の

基
礎

資
料

（
自

殺
日

・
居

住
地

ベ
ー

ス
）
Ａ

7
表

区
分

中
央

区

自
殺

者
数

自
殺

率
（
人

口
１

０
万

対
）

男
性

女
性

総
数

男
性

女
性

総
数

平
成

２
３

年
3
4

1
4

4
8

3
5
.2

7
1
2
.0

4

0

2
2
.5

7

平
成

　
　

年
0

平
成

　
　

年
0

平
成

　
　

年

平
成

 　
年

0

区
分

札
幌

市

自
殺

者
数

自
殺

率
（
人

口
１

０
万

対
）

男
性

女
性

総
数

男
性

女
性

総
数

平
成

２
３

年
3
1
9

1
6
1

4
8
0

3
5
.7

4
1
6
.0

2
2
5
.3

0

平
成

　
　

年
0 0

平
成

　
　

年
0

平
成

 　
年

0

平
成

　
　

年
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地
区

表
２

９
　

身
体

障
が

い
者

手
帳

等
所

持
者

状
況

(等
級

別
)

【
デ

ー
タ

出
典

：
電

子
キ

ャ
ビ

ネ
ッ

ト
（
障

が
い

保
健

福
祉

部
　

身
体

障
害

者
手

帳
所

持
者

数
）
】

○
　

年
齢

別
・
等

級
別

内
訳

～
1
7
歳

1
8
～

6
4
歳

6
5
歳

以
上

計
～

1
7
歳

1
8
～

6
4
歳

6
5
歳

以
上

計
～

1
7
歳

1
8
～

6
4
歳

6
5
歳

以
上

計
～

1
7
歳

1
8
～

6
4
歳

6
5
歳

以
上

計
～

1
7
歳

1
8
～

6
4
歳

6
5
歳

以
上

計
～

1
7
歳

1
8
～

6
4
歳

6
5
歳

以
上

計
～

1
7
歳

1
8
～

6
4

歳
6
5
歳

以
上

計

　
　

2
3
年

度

　
　

年
度

　
　

年
度

　
　

年
度

　
　

年
度

～
1
7
歳

1
8
～

6
4
歳

6
5
歳

以
上

計
～

1
7
歳

1
8
～

6
4
歳

6
5
歳

以
上

計
～

1
7
歳

1
8
～

6
4
歳

6
5
歳

以
上

計
～

1
7
歳

1
8
～

6
4
歳

6
5
歳

以
上

計
～

1
7
歳

1
8
～

6
4
歳

6
5
歳

以
上

計
～

1
7
歳

1
8
～

6
4
歳

6
5
歳

以
上

計
～

1
7
歳

1
8
～

6
4

歳
6
5
歳

以
上

計

　
　

2
3
年

度
1
,9

0
6
,0

5
7

1
,6

7
1

#
#
#
#
#
#

#
#
#
#
#
#

#
#
#
#
#
#

9
1
5

9
,3

2
9

#
#
#
#
#
#

#
#
#
#
#
#

3
1
1

5
,3

5
9

9
,3

8
6

#
#
#
#
#
#

1
8
3

3
,8

3
5

8
,5

5
9

#
#
#
#
#
#

1
1
7

5
,8

0
2

#
#
#
#
#
#

#
#
#
#
#
#

6
4

2
,2

1
9

2
,5

3
1

4
,8

1
4

8
1

1
,4

6
6

2
,4

2
2

3
,9

6
9

　
　

年
度

　
　

年
度

　
　

年
度

　
　

年
度

○
　

年
齢

別
・
障

害
別

内
訳

(重
複

障
害

に
つ

い
て

は
、

①
視

覚
障

害
②

聴
覚

ま
た

は
平

行
機

能
障

が
い

③
音

声
・
言

語
機

能
障

が
い

④
肢

体
不

自
由

⑤
内

部
障

が
い

の
順

に
優

先
）

～
1
7
歳

1
8
～

6
4

歳
6
5
歳

以
上

計
～

1
7
歳

1
8
～

6
4

歳
6
5
歳

以
上

計
～

1
7
歳

1
8
～

6
4

歳
6
5
歳

以
上

計
～

1
7
歳

1
8
～

6
4

歳
6
5
歳

以
上

計
～

1
7
歳

1
8
～

6
4

歳
6
5
歳

以
上

計
～

1
7
歳

1
8
～

6
4

歳
6
5
歳

以
上

計

　
　

2
3
年

度

　
　

年
度

　
　

年
度

　
　

年
度

　
　

年
度

～
1
7
歳

1
8
～

6
4

歳
6
5
歳

以
上

計
～

1
7
歳

1
8
～

6
4

歳
6
5
歳

以
上

計
～

1
7
歳

1
8
～

6
4

歳
6
5
歳

以
上

計
～

1
7
歳

1
8
～

6
4

歳
6
5
歳

以
上

計
～

1
7
歳

1
8
～

6
4

歳
6
5
歳

以
上

計
～

1
7
歳

1
8
～

6
4

歳
6
5
歳

以
上

計

　
　

2
3
年

度
1
,9

0
6
,0

5
7

1
,6

7
1

#
#
#
#
#
#

#
#
#
#
#
#

#
#
#
#
#
#

4
1

1
,8

4
5

2
,8

5
8

4
,7

4
4

2
2
0

1
,6

9
0

3
,7

8
6

2
,6

9
6

1
3

3
7
1

5
1
3

8
9
7

1
,0

0
3

#
#
#
#
#
#

#
#
#
#
#
#

#
#
#
#
#
#

3
9
4

6
,9

8
4

#
#
#
#
#
#

#
#
#
#
#
#

　
　

年
度

　
　

年
度

　
　

年
度

　
　

年
度

○
○

区
人

口

総
数

１
級

2
級

3
級

4
級

5
級

6
級

札
幌

市
人

口

総
数

１
級

２
級

３
級

４
級

５
級

６
級

○
○

区
人

口
総

数
視

覚
障

が
い

聴
覚

又
は

平
行

機
能

障
が

い
音

声
・

言
語

機
能

障
が

い
肢

体
不

自
由

内
部

障
が

い

肢
体

不
自

由
内

部
障

が
い

札
幌

市
人

口
総

数
視

覚
障

が
い

聴
覚

又
は

平
行

機
能

障
が

い
音

声
・

言
語

機
能

障
が

い
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清
田

地
区

表
３

０
　

障
が

い
者

手
帳

等
所

持
者

状
況

(知
的

)

【
デ

ー
タ

出
典

：
電

子
キ

ャ
ビ

ネ
ッ

ト
（
障

が
い

保
健

福
祉

部
　

療
育

手
帳

交
付

台
帳

搭
載

数
、

療
育

手
帳

所
持

者
数

）
】

1
8
歳

未
満

1
8
歳

以
上

計
1
8
歳

未
満

1
8
歳

以
上

計
1
8
歳

未
満

1
8
歳

以
上

計
1
8
歳

未
満

1
8
歳

以
上

計

　
　

2
3
年

度
1
1
5
,2

7
1

2
3
8

4
7
7

6
8

2
2
4

4
6

1
4
5

1
2
4

1
0
8

　
　

年
度

　
　

年
度

　
　

年
度

　
　

年
度

1
8
歳

未
満

1
8
歳

以
上

計
1
8
歳

未
満

1
8
歳

以
上

計
1
8
歳

未
満

1
8
歳

以
上

計
1
8
歳

未
満

1
8
歳

以
上

計

　
　

2
3
年

度
1
,9

0
6
,0

5
7

4
,3

4
0

9
,2

9
4

1
,2

2
2

4
,0

5
4

7
5
2

2
,6

3
7

2
,3

6
6

2
,6

0
3

　
　

年
度

　
　

年
度

　
　

年
度

　
　

年
度

○
○

区
総

人
口

総
数

A
B

B
-

札
幌

市
総

人
口

総
数

A
B

B
－
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○
○

地
区

表
３

１
　

特
定

疾
患

医
療

費
受

給
者

証
交

付
数

有
無

申
請

中
1

2
3

4
5

6
7

自
立

Ｈ
Ｊ

Ａ
Ｂ

Ｃ

平
成

　
　

年
度

平
成

　
　

年
度

平
成

　
　

年
度

平
成

　
　

年
度

平
成

　
　

年
度

有
無

申
請

中
1

2
3

4
5

6
7

自
立

Ｈ
Ｊ

Ａ
Ｂ

Ｃ

平
成

　
　

年
度

平
成

　
　

年
度

平
成

　
　

年
度

平
成

　
　

年
度

平
成

　
　

年
度

※
デ

ー
タ

：
札

幌
市

衛
生

年
報

/
特

定
疾

患
情

報
シ

ス
テ

ム

　
　

　
　

○
○

区
受

給
者

証
交

付
数

肝
炎

医
療

交
付

数
神

経
難

病
（
再

掲
）

面
接

相
談

相
談

数
重

症
認

定
相

談
結

果
自

立
度

札
幌

市
受

給
者

証
交

付
数

肝
炎

医
療

交
付

数
神

経
難

病
（
再

掲
）

面
接

相
談

相
談

数
重

症
認

定
相

談
結

果
自

立
度
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○
○

地
区

表
３

２
　

小
児

医
療

給
付

実
績

【
統

計
資

料
】
保

健
所

健
康

企
画

課

○
　

養
育

医
療

給
付

状
況

○
　

自
立

支
援

医
療

（
育

成
医

療
）
給

付
状

況
※

実
人

員

※
実

人
員

区
分

○
○

区
札

幌
市

視
覚

障
害

聴
覚

平
衡

機
能

障
害

音
声

言
語

機
能

障
害

肢
体

不
自

由
心

臓
腎

臓
内

臓
障

害
小

腸
内

臓
障

害
肝

臓
内

臓
障

害
そ

の
他

免
疫

機
能

障
害

視
覚

障
害

聴
覚

平
衡

機
能

障
害

音
声

言
語

機
能

障
害

肢
体

不
自

由
心

臓
腎

臓
内

臓
障

害
小

腸
内

臓
障

害
肝

臓
内

臓
障

害
そ

の
他

免
疫

機
能

障
害

年
度

年
度

年
度

年
度

年
度

年
度

年
度

年
度

年
度

年
度

○
　

小
児

慢
性

特
定

疾
患

医
療

給
付

状
況

※
実

人
員

悪
性

新
生

物
慢

性
腎

疾
患

慢
性

呼
吸

器
疾

患
慢

性
心

疾
患

内
分

泌
疾

患
膠

原
病

糖
尿

病
先

天
性

代
謝

異
常

血
友

病
等

血
液

疾
患

神
経

・
筋

疾
患

慢
性

消
化

器
疾

患
悪

性
新

生
物

慢
性

腎
疾

患
慢

性
呼

吸
器

疾
患

慢
性

心
疾

患
内

分
泌

疾
患

膠
原

病
糖

尿
病

先
天

性
代

謝
異

常
血

友
病

等
血

液
疾

患
神

経
・

筋
疾

患
慢

性
消

化
器

疾
患

年
度

年
度

年
度

年
度

年
度

区
分

○
○

区
札

幌
市

区
分

○
○

区
札

幌
市
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○
○

地
区

表
３

３
　

乳
幼

児
健

診
受

診
状

況

対
象

者
数

受
診

数
受

診
率

対
象

者
数

受
診

数
受

診
率

対
象

者
数

受
診

数
受

診
率

対
象

者
数

受
診

数
受

診
率

対
象

者
数

受
診

数
受

診
率

対
象

者
数

受
診

数
受

診
率

　
　

年
度

　
　

年
度

　
　

年
度

　
　

年
度

　
　

年
度

○
　

判
定

結
果

平
成

　
　

　
年

度

受
診

数

（
実

人
員

）
正

常
要

指
導

要
観

察
要

精
健

受
療

中
要

治
療

４
か

月
児

健
診

１
歳

６
か

月
児

健
診

３
歳

児
健

診

○
　

心
理

相
談

実
施

状
況

平
成

　
　

　
年

度

総
数

（
実

人
員

）
こ

と
ば

の
遅

れ
多

動
 

対
人

面
の

問
題

発
達

全
体

の
問

題
育

児
困

難
・

育
児

不
安

そ
の

他

１
歳

６
か

月
児

健
診

区
分

区
分

対
象

者
数

正
常

所
見

あ
り

区
分

実
際

の
問

題

札
幌

市

4
か

月
児

健
診

1
歳

6
か

月
児

健
診

３
歳

児
健

診
4
か

月
児

健
診

1
歳

6
か

月
児

健
診

３
歳

児
健

診

○
○

区

【
統

計
資

料
】

・
健

診
受

診
状

況
：
母

子
保

健
関

係
業

務
統

計
、

札
幌

市
衛

生
年

報
、

保
健

所
健

康
企

画
課

・
判

定
結

果
：
札

幌
市

衛
生

年
報

・
心

理
相

談
実

施
状

況
：
札

幌
市

衛
生

年
報

１
歳

６
か

月
児

健
診

３
歳

児
健

診
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○
○

地
区

表
３

４
　

乳
幼

児
健

診
う

歯
罹

患
状

況

受
診

数
う

歯
無

う
歯

有
う

歯
罹

患
率

う
歯

平
均

本
数

受
診

数
う

歯
無

う
歯

有
う

歯
罹

患
率

う
歯

平
均

本
数

受
診

数
う

歯
無

う
歯

有
う

歯
罹

患
率

う
歯

平
均

本
数

受
診

数
う

歯
無

う
歯

有
う

歯
罹

患
率

う
歯

平
均

本
数

　
　

年
度

　
　

年
度

　
　

年
度

　
　

年
度

　
　

年
度

区
分

○
○

区
札

幌
市

1
歳

6
か

月
児

健
診

３
歳

児
健

診
1
歳

6
か

月
児

健
診

３
歳

児
健

診

【
統

計
資

料
】

・
乳

幼
児

健
診

う
歯

罹
患

状
況

：
札

幌
市

衛
生

年
報
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○
○

地
区

表
３

５
　

妊
婦

支
援

相
談

事
業

実
績

【
デ

ー
タ

の
出

典
：
保

健
所

健
康

企
画

課
（
事

業
統

計
）
】
　

※
　

Ｈ
2
5
年

度
以

降
は

母
子

保
健

情
報

シ
ス

テ
ム

の
活

用

（
Ｈ

2
3
年

度
実

績
例

：
北
区
）

Ａ
（

％
）

Ｂ
（

％
）

Ｃ
（

％
）

Ｄ
（

％
）

有
（

％
）

有
（

％
）

必
要

有
（

％
）

○
○

地
区

北
区

2
,
0
0
9

2
,
0
0
9

1
1
5

5
.
7
%

8
5
9

4
2
.
8
%

2
2
9

1
1
.
4
%

8
0
6

4
0
.
1
%

6
8

3
.
4
%

0
0
.
0
%

2
2
8

1
1
.
3
%

全
　

市
1
5
,
1
8
5

1
5
,
1
5
7

6
2
7

4
.
1
%

6
,
4
7
4

4
2
.
7
%

2
,
5
8
2

1
7
.
0
%

5
,
4
7
4

3
6
.
1
%

2
2
7

1
.
5
%

9
0
.
1
%

1
,
1
1
6

7
.
4
%

○
○

地
区

区

全
　

市

○
○

地
区

区

全
　

市

○
○

地
区

区

全
　

市

受
診

勧
奨

継
続

支
援

Ｈ
2
3
年

度

Ｈ
2
4
年

度

Ｈ
2
5
年

度区
分

妊
娠

届
出
書

受
理
数

対
象
者
数

ア
ン
ケ
ー
ト
記
入
結
果

こ
こ

ろ
と

か
ら

だ
の

質
問

票

Ｈ
2
6
年

度

全
　

市

○
○

地
区

区

全
　

市

※
　

地
区

別
の

数
値

は
、

母
子

保
健

情
報

シ
ス

テ
ム

の
　

　
「
汎

用
統

計
」
で

抽
出

が
可

能

Ｈ
2
7
年

度

【
グ

ラ
フ

】
ア

ン
ケ

ー
ト

記
入

結
果

別
の

割
合

○
○

地
区

札
幌

市
○

○
区
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○
○

地
区

表
３

６
　

母
子

保
健

訪
問

指
導

実
施

状
況

【
デ

ー
タ

の
出

典
：
保

健
所

健
康

企
画

課
（
事

業
統

計
）
】

※
Ｈ

2
5
年

度
以

降
は

母
子

保
健

情
報

シ
ス

テ
ム

の
活

用
　

出
産

連
絡
票

乳
健

リ
ス
ト

連
絡
つ
か
ず

電
話

番
号

不
明

終
結

指
導
員

再
訪
問

4
か

月
健

診
で

確
認

保
健
師
が

継
続

そ
の

他
電

話
相

談
育

児
の

心
配

な
し

訪
問

拒
否

連
絡

つ
か

ず
転

出
そ

の
他

○
○

地
区

区

全
市

○
○

地
区

区

全
市

○
○

地
区

区

全
市

○
○

地
区

区

全
市

○
○

地
区

区

全
市

未
訪

問
理

由
（

重
複

な
し

）
対

象
数

入
手
経
路

文
書

送
付
数

訪
問

実
施
数

訪
問
結
果
（
重
複
な
し
）

未
訪

問
数

Ｈ
○
○

年
度

Ｈ
○
○

年
度

Ｈ
○
○

年
度

Ｈ
○
○

年
度

Ｈ
○
○

年
度区
分

全
市

【
グ

ラ
フ

】
各

項
目

（
入

手
経

路
、

文
書

送
付

数
、

訪
問

結
果

、
未

訪
問

理
由

等
）
の

割
合

○
○

地
区

○
○

区
全

市
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○
○

地
区

表
３

７
　

児
童

虐
待

相
談

受
理

件
数

【
区

家
庭

児
童

相
談

室
業

務
実

績
報

告
（
月

報
）
】

児
童

人
口

虐
待

相
談

受
付

件
数

虐
待

相
談

受
付

人
数

虐
待

通
告

受
付

件
数

虐
待

通
告

受
付

人
数

初
期

調
査

実
施

件
数

(再
掲

）
虐

待
あ

り
（
再

掲
）
虐

待
な

し
児

相
送

致
○

区
全

市
○

区
全

市
○

区
全

市
○

区
全

市
○

区
全

市
○

区
全

市

グ
ラ

フ
・
図

　
　

　
ア

セ
ス

メ
ン

ト

区
分

H
　

　
年

度

H
　

　
年

度

H
　

　
年

度

H
　

　
年

度

H
　

　
年

度

H
　

　
年

度
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○
○

地
区

表
３

８
　

児
童

虐
待

通
告

　
年

度
別

区
別

内
訳

【
子

ど
も

未
来

局
児

童
相

談
所

統
計

】
区

分
中

央
北

東
白

石
厚

別
豊

平
清

田
南

西
手

稲
不

明
全

市
計

H
　

　
年

度
H

　
　

年
度

H
　

　
年

度
H

　
　

年
度

H
　

　
年

度
H

　
　

年
度

グ
ラ

フ
・
図

　
　

　
ア

セ
ス

メ
ン

ト
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○
○

地
区

表
３

９
　

児
童

虐
待

通
告

　
通

告
元

　
【
子

ど
も

未
来

局
児

童
相

談
所

統
計

】

H
　

　
年

度
H

　
　

年
度

H
　

　
年

度
H

　
　

年
度

H
　

　
年

度
父 母 児

童
本

人
そ

の
他

○
　

通
告

中
虐

待
認

定
内

訳
【
子

ど
も

未
来

局
児

童
相

談
所

統
計

】

身
体

的
虐

待
心

理
的

虐
待

性
的

虐
待

ネ
グ

レ
ク

ト

幼
稚

園
学

校

警
察

そ
の

他

家
族

区
分

合
計

区
分

親
戚

近
隣

・
知

人

実
母

区
役

所
・
児

童
委

員
等

内
夫

そ
の

他

医
療

機
関

区
保

健
セ

ン
タ

ー
児

童
福

祉
施

設
・
保

育
園

等

合
計

養
母

・
継

母
内

妻
実

父
養

父
・
継

父
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○
○

地
区

表
４

０
　

虐
待

統
計

（
高

齢
）

【
デ

ー
タ

の
出

典
：
市

区
町

村
に

お
け

る
高

齢
者

虐
待

防
止

法
に

基
づ

く
対

応
状

況
等

に
関

す
る

調
査

～
毎

月
統

計
】

<
相

談
件

数
・
認

定
件

数
>

1
8
年

度
1
1
4

8
3

1
9
年

度
1
3
6

9
6

2
0
年

度
2
3
2

1
6
0

2
1
年

度
2
5
9

1
5
3

2
2
年

度
3
8
8
,7

7
3

0
.0

3
4
%

2
1
8

1
3
3

2
3
年

度

2
4
年

度

2
5
年

度

2
6
年

度

<
被

虐
待

者
の

状
況

>

①
　

年
齢

6
5
～

6
9

7
0
～

7
4

7
5
～

7
9

8
0
～

8
4

8
5
～

8
9

9
0
～

不
明

合
計

6
5
～

6
9

7
0
～

7
4

7
5
～

7
9

8
0
～

8
4

8
5
～

8
9

9
0
～

不
明

合
計

1
8
年

度
8

1
1

0
8
3

1
9
年

度
1
0

2
3

3
0

1
4

1
6

3
0

9
6

2
0
年

度
1
7

2
5

3
3

4
4

2
6

1
8

0
1
6
3

2
1
年

度
1
7

2
5

2
9

3
8

3
2

1
3

0
1
5
4

2
2
年

度
1
0

2
1

3
0

3
4

2
5

1
3

0
1
3
3

2
3
年

度

2
4
年

度

2
5
年

度

2
6
年

度

②
性

別
  
  
  
 ③

認
定

の
有

無

男
女

合
計

男
女

合
計

認
定

な
し

申
請

中
認

定
済

み
認

定
非

該
当

（
自

立
）

不
明

合
計

認
定

な
し

申
請

中
認

定
済

み
認

定
非

該
当

（
自

立
）

不
明

合
計

1
8
年

度
2
5

5
8

8
3

1
8
年

度
1
6

4
6
1

1
1

8
3

1
9
年

度
1
9

7
7

9
6

1
9
年

度
1
7

1
7
3

2
3

9
6

2
0
年

度
3
0

1
3
3

1
6
3

2
0
年

度
2
7

4
1
3
1

0
1

1
6
3

2
1
年

度
3
3

1
2
1

1
5
4

2
1
年

度
3
2

4
1
1
8

0
0

1
5
4

2
2
年

度
1
8

1
1
5

1
3
3

2
2
年

度
2
3

8
1
0
2

0
0

1
3
3

2
3
年

度
2
3
年

度
0

2
4
年

度
2
4
年

度
0

2
5
年

度
2
5
年

度
0

2
6
年

度
2
6
年

度
0

<
虐

待
者

の
状

況
>

※
重

複
有

り

夫
妻

息
子

娘
嫁

.婿
孫

そ
の

他
夫

妻
息

子
娘

嫁
.婿

孫
そ

の
他

1
8
年

度
1
4

6
3
1

2
0

7
1

9
1
9
年

度
2
6

1
2

3
1

2
2

6
2

2
2
0
年

度
3
8

9
6
5

3
0

1
3

7
1
5

2
1
年

度
3
5

1
4

5
9

3
0

1
9

5
7

2
2
年

度
2
8

5
5
0

3
8

1
0

6
7

2
3
年

度

2
4
年

度

2
5
年

度

2
6
年

度

札
幌

市

区
分

○
○

区
札

幌
市

区
分

○
○

区
札

幌
市

区
分

○
○

区

認
定

件
数

区
分

○
○

区
札

幌
市

3
3

3
1

区
分

○
○

区
札

幌
市

高
齢

者
人

口
虐

待
発

生
率

相
談

件
数

認
定

件
数

高
齢

者
人

口
虐

待
発

生
率

相
談

件
数
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【関係機関、社会資源等の状況】               ○○区○○地区 

 

名  称 代表者・連絡先等 
主な活動状況 

行政との関係性等 
備考 

町内会 

 

   

地区民児協 

 

   

地区社協 

 

   

福祉のまち 

推進センター 

   

医療機関 

 

   

地域包括支援 

センター 

   

介護予防 

センター 

   

健康づくりサポータ

ー派遣事業登録者 

   

食生活改善推進

協議会 

   

老人クラブ 

 

   

子育てサロン 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

・例示の他、自主グループの活動状況や地区で

保健活動を推進するにあたり、特に重要な関係

機関やボランティア組織などについて適宜記載 
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【地区診断シート】        ○○区○○地区  作成日                

 １ 地域の特徴 

 
 

 

 

 

 

２ 人口、世帯状況 

  

 

 

 

 

 

 ３ 人口動態、社会動態（区、市） 

   

 

 

 

 

 

 ４ 各種健診データ、事業実績、要介護認定状況等 

 

 

 

 

 

 

 ５ 社会資源の状況 

 

 

 

 

 

 

・担当地区の位置や規模を示す図 
・地理的な特徴、自然環境 
・歴史的背景 
・交通事情、生活環境、生活状況 
・地域住民の気質、意識 
・機関や制度  等について記載 

・以下２～４は、P34～73 の地区診断

シートのデータから読み取れる事実

や、日々の地区活動の中から見えて

くるもの等について、概要を記載 
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【
コ
ミ

ュ
ニ
テ
ィ
・
ア
ズ
・

パ
ー
ト
ナ
ー
モ
デ
ル

に
よ
る
情
報
の
整
理

】
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
○
○
区
○
○
地
区

 
 
作
成
日
 
 
 
 
 
 
 

 

項
目

 
デ

ー
タ

 
情

報
源

 
ア

セ
ス

メ
ン

ト 
備

考
 

コ
ミ
ュ

ニ
テ

ィ
を

構
成

す
る

人
々

 

量
的

デ
ー

タ
 

質
的

デ
ー

タ
 

 
 

 

１
 

物
理

的
環

境
 

 
 

 
 

 

２
 

経
済

 

 
 

 
 

 

３
 

政
治

と
経

済
 

 
 

 
 

 

４
 

教
育

 

 
 

 
 

 

５
 

交
通

と
安

全
 

 
 

 
 

 

６
 

ｺ
ﾐｭ

ﾆ
ｹ

ｰｼ
ｮﾝ

・情
報

 

 
 

 
 

 

７
 

レ
ク

リ
エ

ー
シ

ョ
ン

 

 
 

 
 

 

８
 

保
健

医
療

と
社

会
福

祉
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【健康課題の関連図】                  ○○区○○地区 

 

 

【交通と安全】 【保健医療と 
社会福祉】 

【物理的環境】 

【経済】 

【政治と経済】 

【教育】 

【ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ】 【ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ】 

収集した情報の中から 
重要と思われるものを 
ピックアップ 

【地域の健康課題】 
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【
地

域
保

健
活

動
計

画
シ

ー
ト
】
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
平

成
 
 
年

度
用

 
○

○
区

○
○

地
区

 
 
 
作

成
日

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

継
続

 

新
規

 

優
先

 

度
 

課
題

 
対

象
及

び
目

標
 

具
体

的
な

事
業

計
画

 
評

価
指

標
 

や
目

標
値

 

予
算

・ 

時
間

・人
 

評
価

 

時
期

 

【テ
ー

マ
】 
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Ⅳ 参考資料                            

 

２ 地域におけるネットワーク構築 

 

 ○ 「地域における見守り活動の推進と福祉ネットワークづくり」による活動の 

  展開予想図（例） 

 

 ○ 健康づくり事業におけるネットワーク構築の展開例 

 

 ○ 各区のネットワーク活動事例 

 

 ○ ネットワークのための人材育成事業 
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単

位
町

内
会

エ
リ

ア
 

福
祉

の
ま

ち
推

進
セ

ン
タ

ー
 

※
概

ね
小

学
校

区
程

度
に

エ
リ

ア
細

分
化

 

地
域

包
括

支
援

セ
ン

タ
ー

 

介
護

予
防

セ
ン

タ
ー

 

福
祉

系
ボ

ラ
ン

テ
ィ

ア
団

体
・

サ
ー

ク
ル

 

何
ら

か
の

在
宅

福
祉

サ
ー

ビ
ス

を
現

在
利

用
し

て
い

る
高

齢
者

や
障

が
い

者
 

「地
域

に
お

け
る

見
守

り
活

動
の

推
進

と
福

祉
ネ

ッ
ト
ワ

ー
ク

づ
く

り
」に

よ
る

活
動

の
展

開
予

想
図

 
（例

） 

今
は

福
祉

サ
ー

ビ
ス

を
必

要
と

し
な

い
が

、
今

後
、

何
ら

か
の

サ
ー

ビ
ス

や
支

援
が

必
要

と
な

る
高

齢
者

な
ど

 
福

祉
系

N
P

O
組

織
 

警
察

・
交

番
 

消
防

署
 

ま
ち

づ
く

り
セ

ン
タ

ー
 

※
区

保
健

福
祉

部
と

の
連

携
を

強
化

 
 

 

小
中

学
校

 

保
育

園
・

幼
稚

園
 

 

老
人

ク
ラ

ブ
 

地
区

連
合

町
内

会
 

通
常

生
活

サ
ー

ビ
ス

 
提

供
事

業
所

・
商

店
 

・
新

聞
・

牛
乳

販
売

店
 

・
電

気
・

ガ
ス

等
営

業
所

 

・
配

食
・

買
い

物
配
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＜事例 1＞ 「出会いふれあい健康広場」(北区) 

 

１ 事業目的 

子育て中の母親の育児不安やストレス解消を図るため、地域住民とのパートナーシッ

プにより、地域サポートシステムづくりを目指し、地域の子育て支援を応援する。 

 

２ 事業概要 

地域の参加・協力のもとに、「健康相談」「子育て中の母親の地域とのつながり」「子育

て中の母親のリフレッシュ」を 3本柱として実施する。 

 

３ 実施経過 

 経過 保健師の役割 

1 

平成12年 

～13年 

 

・子どもを持つ母親が、家庭や地域の中で孤立せず、子育ての不安や悩みを軽減

し、解決できる環境づくりが課題となっていることを地域住民と共有した。 

・地域とのパートナーシップに基づいた育児支援体制を構築する足掛かりとし

て、出張母子健康・育児相談「出会いふれあい健康広場」を実施した。 

2 
平成14年 

～19年 

・地域が健康づくり支援事業の助成金を活用し、企画から実施までを行うように

なり、自主的な活動となった。 

3 平成20年～ ・企画から実施、諸経費の支出までを地域が担い、自主的な活動として定着した。 

 

４ 保健師の関わり 

地域住民と課題を共有するとともに、当初の事業企画・運営の相談、関係機関との調

整や当日の直接的な技術支援を行った。 

地域の自主的な活動となった以降も、当日の直接的な技術支援は継続して行っている。 

 

５ 効果 

・ 地域との協働開催により、子育て家庭の現状や子育て中の母親のニーズ・声を直接

地域の人々に届ける良い機会となった。 

・ また、母親同士の情報交換や交流、リフレッシュの場となっただけではなく、地域

のボランティアとのネットワーク構築の機会となった。 

・ 本事業が地域に根付き、自主的な活動として継続していることで、子育てを地域全

体で支えあうサポートシステムにつながっている。 

 

６ 今後の課題 

 ・ 地域の自主的な活動として定着している一方、参加人数の減少や内容の固定化等が

課題となっている。 

・ 今後は、地域のニーズや課題を再度地域と共有し、新たな切り口での展開を住民と

に検討していく必要がある。 
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＜事例 2＞ 「東区パートナーシップヘルスケア事業」 

 

1 事業目的 

  行政主導の健康づくりではなく、町内会、地域の専門職等と連携して、地域住民が主体

の健康づくりができるように支援する。 

 

２ 事業概要 

  厚生労働省が定めた「健康日本 21」、札幌市の健康づくり基本計画である「健康さっ

ぽろ 21」の実現を目指す。 

 

３ 実施経過 

 経過 保健師の役割 その他 

1 

平成10年～ 

まちづくりセンター（当時の連

絡所）を拠点とした保健と福祉

のまちづくり事業 

・月 1回、地区担当保健師がまちづくりセンタ 

ーに訪問し、健康相談を実施した。 

・地域住民に地区担当保健師を周知した。 

・地区単位の健康づくり事業を住民とともに計 

画立案を行った。 

地域保健法施

行による大規

模な機構改革 

 

業務分担制へ 

2 

平成11年～13年 

「健康日本21」調査のための厚

生労働省のモデル地区に鉄東

地区が指定される。 

・住民と協働した健康づくりの組織化を行った。 

・運動習慣をつけるための具体的数値目標の設 

定と実践、評価を実施した。 

・他地区でも実践できることを確認した。 

介護保険法施

行 

（介護予防が

着目される） 

3 

 

平成14年～16年 

健康づくりの低調な４地区で

も住民と協働した健康づくり

活動に取り組む。 

・各地区に健康づくり実践委員会を設置した。 

・健康に関する学習会、ウォーキング会、体力 

測定会等定例的に開催した。 

・全地区で独自の健康づくり活動に取り組める 

ように動機づけを行った。 

健康増進法施

行 

健康さっぽろ

21策定 

 

4 

 

平成17年～ 

〇健康づくりを実践する住民

団体の代表者で構成される協

議会 

「東区健康づくり連絡協議会」

（以下 健連協）設立 

〇各地区に健康づくり実践委

員会等が設置され、健康づくり

活動推進員が活動する仕組づ

くり 

〇健連協との協働で以下の事業を実施した。 

・健康づくりフェアやウォーキング大会 

・ウォーキングマップの作成とそれを用いたウ 

ォーキング会 

・地区間の情報共有を図るため、健康づくり実 

践誌の作成 

・各地区での独自の健康づくり活動が継続する 

よう講話やウォーキング会等の技術支援や運 

営の支援 

 

 

平成 18年 健

康づくりネッ

トワーク促進

事業創設 

- 83 -



 

 

・講師派遣、健康器具等貸出し、パンフレット 

提供等の側面支援 

 

 

 

5 

平成18年～ ・まちづくりセンターにおける健康相談の対象 

を母子中心とし、相談場所を児童会館、地域の 

子育てサロンとした。 

・年２回程度、地域の子育てサロンにて健康相 

談を実施し、身近な相談窓口の設置とともに地 

区組織の育成支援を図った。 

児童虐待予防

の取組強化 

ハイリスク母

子への個別支

援の強化 

 

４ 効果 

・ 地域の健康づくり活動に地区担当保健師が関わりを持つことで、地域の相談窓口と

して周知されるため、個別ケースの相談などもしやすくなる。 

・ 協議会を設置することで、健康づくり活動に消極的な地区が積極的な地区からアド

バイスを受ける等、住民相互に高め合うことができる。 

・ 各地区の健康づくり部門を組織化することで、行事の運営や手法が効果的に引き継

がれ、負担が少ないゆえに継続がしやすい。 

   

５ 今後の課題 

・ 保健師の活動は、その時々の健康課題や施策によって変化しているが、住民組織は

何十年と役員を担っている人もおり、世代交代が少なく構成員や活動内容の変化が少

ない。 

・ 住民組織のネットワーク化、自主活動化には長期的展望が必要だが、保健師の思惑

と住民のニーズにずれが生じることがあるので、住民との話し合いの機会を大事にし

たい。 

・ 健康づくりの組織化を図った後の、地域の後継者育成が進まず、健康づくり活動に

取り組む住民の拡大（裾野の広がり）が進まない。 
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＜事例 3＞ 「西区健康づくりネットワーク会」 

 

１ 事業目的 

以下の計画に基づき、地域が主体となって実施する健康づくり事業の充実に向けて支 

援を行う。 

・『健康さっぽろ２１』の基本目標の一つ「健康な地域づくり」 

・『西区実施プラン』の重点取組項目「誰もが安心で健やかに暮らせるまちづくり」 

 

２ 事業概要 

 「健康づくりリーダー養成研修」や「ヘルシーコミュニティ促進事業」等をきっかけに 

作られた各種の健康づくり活動を行うグループ（以下「健康づくりグループ」とする。） 

が、主体的に活動するとともに、他の健康づくりグループとの出会いを通じて、視野を 

地域全体に広げていけるように、ネットワーク化し、健康づくりグループと区が連携・

協働して、地域住民を対象とした事業を企画・運営している。 

 

３ 実施経過 

 経過 保健師の役割 

1 

平成19年度 

・平成18年度に住民と協働で作成したウォーキング

マップを、周知し、ウォーキングによる健康づくり

をすすめるため、健康づくりグループが集まって「ウ

ォーキング準備会」が設立された。 

・同会と区が協働し、住民を対象とした「第１回ウ

ォーキング大会」を企画、実施した。 

・将来 健康づくりグループをネットワーク化

することを目指し、複数のグループが知り合

える機会として「準備会」を設定し、「ウォー

キング大会」を実施することを提案した。 

2 

 

平成20年度 

・「ウォーキング準備会」のメンバーを対象に、市民

福祉活動に詳しい講師を招き、健康づくりネットワ

ークの必要性を考える研修会を行った。 

・前年度と同様に「ウォーキング大会」を実施する

とともに、健康づくり情報誌を定期的に発行するこ

ととした。 

・ネットワーク化の導入として、研修会を企

画した。 

・前年度に引き続き、ウォーキング大会の開

催準備を通してグループ間で交流できるよう

にし、ネットワーク化の基盤をつくった。 

また、健康づくり情報誌に健康づくりグルー

プの活動を紹介する記事を掲載し、健康づく

り活動について地域住民に対して発信した。 
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 経過 保健師の役割 

 

 

3 

 

平成21年度 

・「ウォーキング準備会」を母体として、住民に健康

づくり活動が普及することを活動目標として「西区

健康づくりネットワーク会」を設立した。 

同ネットワーク会の参加グループは、健康づくり

手段が多岐に渡るため、健康づくり手段別にグルー

プ化し、４部会組織（ウォーキング部会・食部会・

運動部会・学習部会）に編成した。 

・食部会と区が協働して「第１回男の食まつり」を

企画・実施した。 

・グループの活動を継続・拡大させるため、また健

康づくりグループが協力し合って西区で健康づくり

運動を展開するために大切なこと・必要なことにつ

いて学習するために、市民福祉活動に詳しい講師を

招き、「健康づくり研修会（基礎編）」を行った。 

・健康づくりグループ同士が交流することで

活動内容の充実を図るとともに、健康づくり

グループと協働することで、住民へ健康づく

り活動が普及するようネットワーク化の提案

を行った。 

・4 部会組織に編成することで、部会ごとに事

業計画を立て、幅広い健康づくり活動ができ

るようにした。 

・「‘ネットワークで活動し仲間づくりをして

いくことが、自分の生きがいづくりと健康な

地域づくりにつながる’というメッセージを 

伝えたい」と考え、研修会を企画した。 

4 

平成22年度 

・ウォーキング部会は、全市民を対象に札幌市保健

所が企画している「市民交流ウォーキング」を西区

に招致し、運営に携わった。 

・食部会は前年度と同様に「男の食まつり」を、運

動部会と学習部会は合同で運動体験と心理療法学習

会を企画、実施した。 

・これまでに実施した事業を振り返り、ネットワー

ク活動を更に発展させるために、市民福祉活動に詳

しい講師を招き、「健康づくり研修会（応用編）」を

行った。 

・各事業が主体的に企画・運営されるよう支

援した。 

・前年度に引き続き、研修会を企画した。 

5 

平成23年度 

・「西区健康づくりネットワーク会」の会則を定めた。 

・「ウォーキング大会」等の事業を、４部会それぞれ

が中心となり運営することが定着した。 

・各部会に所属するそれぞれの健康づくりグ

ループが、自分たちのグループの活動経験を

出し合ってよりよい事業になるよう、健康づ

くりグループ間の調整を行った。 

 
各年度の「ウォーキング大会」「男の食まつり」につ

いては、実施結果を区役所 HP に掲載した。 

広報担当部署と連携し、活動内容を広く周知

するため、一般住民に発信した。 
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４ 効果 

・ 健康づくりグループ間で交流できる機会を多く設けたことで、それぞれの活動を楽

しみながら続けるヒントを学び合うことができた。 

・ 健康づくりグループが、一般住民を対象としたイベントを企画・運営することで、

自分たちが行っている活動に自信をもつことができた。 

 

５ 関わりのポイント・今後の課題 

・ イベントや研修会の実施に際しては、健康づくりグループ側が‘やらされ感’や、

‘負担感’を感じないよう、健康づくりグループ側の意見を最大限尊重した。 

・ 健康づくりグループが、一般住民の健康づくりのために自分たちができることにつ

いて、更に考えることができるようになることが課題である。 
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＜事例 4＞ 「北区ケア友の会（認知症の方を介護する男性介護者のつどい）」 

 

１ 事業目的 

 認知症の方を介護する男性を対象に、介護や家事を行う上で役立つ知識や技術の提供

を図るとともに、参加者同士の悩みや情報交換による交流の場を設け、介護者の孤立防

止や虐待予防を図る。 

 

２ 事業概要 

  平成 21年度から札幌市介護保険課主催による、男性介護者のつどい（ケア友の会）が

年２回開催されていたが、参加者からは身近な地域での介護者の集いを求める声があり、

区レベルの開催が進められた。 

北区においては、平成 23年度から認知症の方を介護する男性介護者の交流等を、地域

包括支援センターとの共催で開催している。 

 

３ 実施経過 

 経過 保健師の役割 

1 

平成23年度 

札幌市男性介護者のつどい

「ケア友の会」を区保健

師・地域包括支援センター

保健師が見学参加 

・在宅介護の長期化・高齢化が課題となっている。その中で、介護す

る男性も増加しており、現在では主たる介護者の3分の 1が男性とな

っている。一方で、高齢者虐待の件数も増加しており、被虐待者の約

８割が女性であり、虐待者の多くが息子や夫である。男性は、家事や

介護の技術経験不足による戸惑いや、地域の中で孤立しやすい傾向が

あり、虐待の発生予防の観点からも支援が必要と感じていた。 

・準備段階から地域包括支援センター保健師と話し合いを重ねた。 

2 

平成23年度 

認知症の方を介護する男性

介護者のつどい「北区ケア

友の会」を開催（1回/年） 

＜内容＞講義『具体的な症

状に対するケアの一例』・交

流会 

・札幌市介護保険課主催の「ケア友の会」の参加者から「身近な地域

で集まりたい」との要望があり、北区での開催を検討した。参加者は、

交流会での悩みの共有や情報交換に関するニーズが高い。そのため、

参加者同士の交流、仲間づくりを一番の目標とし、参加者が自由に発

言でき、主体的に参加できる交流会を心掛けた。交流会は４～６人程

度の小グループに分かれ、ファシリテーターと記録の職員が１名ずつ

参加している。ケア友の会以外でも自由に交流や情報交換ができるよ

う、参加者の同意を得て参加者名簿を送付した。 

3 

平成24年度 

認知症の方を介護する男性

介護者のつどい「北区ケア

友の会」を開催（1回/年） 

＜内容＞グループホームの

見学と講話・交流会 

・交流会では、参加者が悩みや言いたいことを表現でき、お互いを知

り合い楽しく感じる場づくりを心掛け、仲間づくりを図った。 

・テーマは決めず、自由に語り合える雰囲気を大切にし、参加者が偏

りなく発言できるよう、介護歴の長い方から助言やアドバイスを貰え

るように配慮した。 
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・ケア友の会の対象は限定されているため、広報で広く周知するだけ

ではなく、介護支援専門員や地域包括支援センター職員、区保健師な

どから、直接、対象者となりうる方にアプローチした。 

・24年度においても新規参加者がいたことから、同意を得た方々に

ついては参加者名簿を送付した。 

 

４ 効果 

・ 講義では認知症介護の心構えやケア方法の実際について学ぶ機会となり、参加者か

らは「介護に対する気持ちの切り替え方を学んだ」等の言葉が聞かれた。 

・ 参加者の中には、施設に家族を預けることに罪悪感を持たれている方もいたが、グ

ループホームを実際に見学することにより、「イメージが変わった」「家のようで落ち

着く」「看取りまでしてもらえるとは知らなかった」等の言葉が聞かれ、選択肢の一つ

として考えてもらうきっかけになった。 

・ 北区でのケア友の会は、今年度で２回目となり、参加者の中には全市のケア友の会

にも参加し顔なじみになり、声を掛け合う場面もみられている。 

・ 交流会では、介護歴の長い方が介護歴の短い方に、妄想への対応方法や排泄の介助

方法など具体的な介護方法を助言したり、介護を楽しめるまでに至った気持ちの過程

を話されており、他の参加者も興味深く聞かれていた。 

・ 介護歴の長い方は、介護歴の短い方の悩みを聞き、昔、対応に苦慮し頑張っていた

頃を思い出し、励みにしていた様子であった。 

 

５ 今後の課題 

・ 全市、区開催のケア友の会の回数を重ねる中で、参加者のニーズは細分化してきて

いる。そのため、全市ケア友の会の内容との兼ね合いも考慮しつつ、参加者のニーズ

を反映出来る様な調整が必要である。また、仲間作りに重点を置いた雰囲気作りにつ

いても、工夫していく必要がある。 

・ 現在は、区及び地域包括支援センターが主体となって年 1回実施しているが、アン

ケートには「また集まりたい」との要望や「ケア友の会以外でも参加者同士の交流を

したい」「男性介護者の仲間に会えて良かった」との意見がある。 

実際には、介護と家事で多忙な方が多く、名簿を作成しただけでは自主的に集まる

ことは難しいと考えられる。 

・ 全市や区が開催するケア友の会の回数を重ねる中で、今後の活動について、意見交

換を行う場を設ける必要がある。要望に応じて、リーダーの選出、活動内容、活動頻

度などを具体的に検討し、自主活動に向けた支援を行う必要がある。 
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＜事例 5＞ 「シェーグレン症候群患者交流会」(手稲区) 

 

１ 事業目的 

「札幌市難病患者等地域支援対策推進事業実施要綱」に基づき、難病患者等を支援する

ためのネットワークづくりを行い、適切な在宅療養支援を行う。 

 

２ 事業概要 

 行政で企画した研修会や交流会の参加者から、当事者同士が定期的に集まり、情報交

換や気持ちを共有したいとの希望があった。これをきっかけとして、同じ疾患を抱える

仲間同士の励まし合い、生活の質の向上を目的に、自主的な交流会を実施している。 

保健師は、参加者が主体的に交流会を開催できるよう支援している。 

 

３ 実施経過 

 経過 保健師の役割 その他 

1 

平成14年度 

・「札幌市難病患者等在宅療養支援計画策 

定・評価事業に基づく研修」の位置づけで、

地域保健課が主催となり「シェーグレン症 

候群講演会」を開催 

・患者数が多いため、療養生活への

支援として、講演会を実施した。 

 

2 

平成15年度 

・前年度開催の講演会参加者を対象に、「情 

報交換・交流会」を実施 

・参加者から交流会の継続実施の希望があり 

り有志による月１回の交流会を開催 

・参加者のニーズを確認し、会の設 

立と周知を提案した。 

・可能な支援を伝え、運営方法を参 

加者とともに検討した。 

 

3 

平成16年度 

・「シェーグレン症候群交流会」として年６ 

回の交流会を開催 

・対象者への周知として、特定疾患治療研究 

事業新規申請時に、交流会の案内文を配布 

・運営方法、活動の周知等について 

助言を行った。 

 

4 

 

平成17年度～現在 

・隔月１回、年６回の定期的な交流会を開催 

１回あたりの参加者は10名前後で、主に 

参加者間での情報交換を実施 

・年１回程度、健康・子ども課保健師や管理 

栄養士、会員が講師となって勉強会を実施 

・交流できる場（会場）を提供した。 

・対象者への周知（新規会員の発掘） 

及び運営に関する助言（内容、運営

に関する相談、会員名簿・連絡網の

管理等）を行った。 

・参加者から依頼があった際、勉強 

会の講師調整を行った。 

交流会登録

人数：28 名

（平成 24 年

３月末） 
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４ 効果 

・ 交流会の進行や活動予定の立案、勉強会のテーマ設定等については、会員間で自主

的に行っており、会の充実を図ることができている。 

・ 参加者は、自身の思いや経験を話すだけではなく、思いを共有したり、経験を教え

合うことで、よい影響を与えあっている。 

・ 会が継続することで、同じ疾患を持つ患者が、より良い療養生活をおくるための社

会資源のひとつとなった。 

 

５ 今後の課題 

・ 疾患の特徴として、症状が他者からは見えづらいため理解されにくく、精神的苦痛

を感じることが多い。会に参加し、話しをすることによって、負担感なども互いにケ

アされ軽減されているという意見が多い。  

・ 会員のニーズは、自身の体調や都合に合わせて気軽に参加でき、情報交換すること

である。活動の幅を広げるため、交流会以外のことを実施していくのは、会員にとっ

て負担感があり、実施内容や運営については、会員の意見を尊重して進めていく必要

があり、今後も、会の継続や充実のために、自主的な活動となるよう支援していく。 

・ 会員から参加勧奨をしているが、会に一度も参加していない会員もいる。また、参

加者の約半数は固定化されているため、閉じられたグループにならないよう、新規会

員の発掘や、参加勧奨を促す取り組みを会員と相談していく必要がある。 
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＜事例 6＞ 「中央区地域精神保健福祉連絡会」 

 

１ 事業目的 

  平成９年３月、札幌市地方精神保健福祉審議会により、保健センターを中心とした精

神保健福祉にかかるネットワークを進めるよう答申があった。 

平成15年度、札幌市障害者保健福祉計画において、各区地域精神保健連絡協議会の連携

強化（区保健センターの精神保健福祉相談員と生活保護関係職員、各区内の精神科病院、

クリニックなど精神保健福祉施策を取り巻く関係者による連絡協議会を設置し、課題を共

有）について各区に連絡協議会設置の計画が示された。 

 

２ 事業背景 

 平成８年度、精神科病院の多い中央区において精神科病院と区職員の責任者・実務者

による会議を始めた。 

平成 10年度、中央区精神保健福祉連絡会を設立し、区役所を事務局として情報共有を

目的にスタートした。 

平成 19年度からは、実務担当者会議として位置づけ、平成 24年度は、年４回の連絡

会と反省会の開催、年１回の連絡会便りを発行している。障害者自立支援法施行を機に

参加団体も拡大し、参加団体の意見を反映した主体的な活動へと発展し、区の精神保健

関係者の連携と資質の向上のために重要な役割を果たしている。 

 

３ 実施経過 

 経過 保健師・精神相談員の役割 その他 

1 

平成 9年度 

・中央区は精神病院の数も多く、退院後の精神

障害者が区内で多く生活している。中央区管内

の作業所や病院の PSW から病院や関係機関と

のネットワークとなる連絡会への期待が出て

きた。関係者の賛同が得られ、設立総会を開催

した。 

・関係者のニーズや思いをつかみ、

精神障害者の生活を支えるためには

医療及び関係機関の連携が必要と考

え連絡会の立ち上げへ向けて関係者

の参加を呼び掛けた。（事務局は、区

保健センターとする） 

区関係者及び、医

療、家族会、民生

委員協議会、社会

福祉協議会、精神

保健福祉センタ

ーなど 21 機関に

呼びかけた。 

2 

平成10年度 

・以下の研修会、講演会の開催した。 

研修：札幌市精神保健福祉計画（H10） 

講演：民生児童委員を対象に精神障害者の地域

生活支援について 

・会報（行政制度、機関の情報紹介）を創刊し

た。 

・連絡会に参加する人たちが、連絡

会の共通認識が重要と考え、そのた

めの知識や情報を広く共有すること

が必要と考えた。 

 

3 

 

平成11年度 

・事務局より実務担当者会議の提案を行い、承

認された。 

・限られた時間の中での意見交換は

難しく、時間をかけて話し合える場

が求められた。 
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・２カ月に１回定期開催として、参加者、内容、

開催日など運営全てを参加者で決めて実施す

ることとした。 

・総会で実務担当者会議の設置を提

案した。会議は参加者で作り上げる

ことが大切と考え、主体的に運営で

きるよう関わった。 

 

新たな精神科ク

リニックから参

加があり。市内の

精神科医療機関

へ「事務局便り」

を送付する。 

4 

平成12年度 

・実務者会議の定例化（6回/年）。事例検討会

の追加、事務局便りの発行（2回/年）した。 

・行政からは、新たな制度の周知と活用などに

ついて情報提供し、関係機関の担当者や当事者

の経験と結びついた話し合いができるように

なった。 

・区内の各機関からは活動状況や新たな取組み

等の情報が集まる場となった。 

・総会および実務者会議の定例開催

を支援し継続的に開催できるように

関わった。また、多様な関係機関が

加われるよう、新たな機関へ連絡会

の情報提供を行った。 

（外部の機関への発信） 

 

5 

平成19年度 

・事務局の企画から構成機関も参加して協働で

企画を行うこととした。また、運営も事務局と

関係機関の協働で行うこととし、関係機関に活

動方針が理解され、総会を開催せず実務者会議

を中心に開催することとした。 

それに伴い、開催を隔月として、最終回に反

省と次年度の計画を話し合い、企画ごとに2か

所の当番機関を決め、内容を具体的に決めるこ

ととした。 

・自立支援法の制定に伴い、区内の

精神科医療機関、障がい者支援事業

所が増加し、総会において構成機関

の拡大について提案があった。その

ため、連絡会の運営について、「参加

者にとって実のある内容となるには

どうしたらよいか」を考え、事務局

と構成機関の協働の形で進めるよう

関わることとした。 

平成 18 年度から

精神保健福祉相

談員は、区保健セ

ンターから保健

福祉課保健支援

係へ配置が変わ

っている。 

6 

平成21年度～ 

・実務担当者会議が主体的に運営されるように

なり、反省会では忌憚のない意見が出され、出

された意見を次年度の計画に反映するように

企画内容を検討している。 

  

 

４ 効果 

・ 中央区精神保健福祉連絡会は、平成８年度から現在までに渡る長期間（16年間）継

続されている。その要因として、事務局と構成機関の協働で実施してきた点があげら

れる。協働により人の入れ替わりがある中でも、連絡会を維持して発展させるための

中核ができたと考える。 

・ 実務担当者を中心に定例会を行ったことで、事例検討や情報共有など、現場の担当

者の思いや課題を話し合える場となった。 

・ 「事務局便り」の発行により、区外を含めた外部の機関へ発信することで多様な機

関の参加を促すことにつながった。 
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・ 平成 19年度からは、企画を事務局から関係機関へ移したことで、各機関が企画に携

わることとなり、様々な職種の視点から出される生の声が反映されるようになった。 

・ 参加者の自主的参加、協力的な姿勢へと反映された。 

・ 連絡会の交流を通して、職域、経験年数、職種の違う参加者間のつながりが深まり、

顔の見える関係ができ、相互の日常業務の連携強化に結びついている。 

・ 反省会では様々な意見が出されるようになり、次の企画や運営に活かすヒントとな

っている。率直な意見交換ができる土壌が作られつつある。 

・ 連絡会全体が相互の専門性を活かした連携のもとに、区内の精神障がい者に対する

コーディネイトを担っていく役割、機能を果たしてきている。 

 

５ 関わりのポイント・今後の課題 

・ 立ち上げの際に、地域関係者等のニーズをしっかり受けとめ、精神障がい者支援へ

何が必要かを、日常の業務の中で考えていたことと結びつけた点が、ポイントと思わ

れる。 

・ 連絡会が、主体的な活動となるよう会の運営方法について提案し、連絡会の意見を

確認しながら、共通認識の下に協働開催を進める関わりが、継続への重要な部分とな

った。 

・ 札幌市は当事者、事業所、その他の関係機関との連携のもと、障がいの有無にかか

わらず共生できる「地域づくり」を目指し、障がい者自立支援協議会地域部会（区レ

ベル）を平成 21年度に、立ち上げている。そのため、精神保健福祉連絡会と障がい者

自立支援協議会地域部会との位置づけや役割を考え、連絡会の効果的な活用を進めて

いく必要がある。 

・ 平成 25年度から障がい者自立支援法に代わり、障がい者総合支援法が施行されるこ

とから、精神保健福祉相談員や障がい者支援に携わる関係機関においても、活動内容

や役割が多様化される。 

・ 中央区精神保健福祉連絡会の事務局は、現在主に、精神保健福祉相談員が、担って

いるが、開催継続に向けて、精神保健事務職員や保健師の参画も含めて、企画や運営

においても、事務局と関係機関との協働により、双方において実務に負担のかからな

いよう、開催目的や回数、内容についても新たに検討する必要がある。 
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「健康づくりサポーター等派遣事業」 

事業所管：保）保健所健康企画課 

 

 

１ 事業目的 

市民の自主的な健康づくりを推進するため、健康づくりサポーターの派遣や健康づ

くり応援企業の発掘を行い、地域での健康づくり活動を支援するとともに、健康づく

りネットワークへの参加により、地域コミュニティーの活性化を図る。 

 

                             

２ 事業概要 

健康づくりサポーターは、健康づくりの実践指導を行う講師の他、これまで育成し

てきた人材や、地域で中心的に活動する市民を積極的に活用し、地域で健康づくりに

取り組むグループの自立化に向けて支援する。 

 

 

 ３ 事業イメージ 

 

 

 

  

 

 

 

グループ活動が 

マンネリ化・・・！ 

グループ活動を 

始めたい！ 

健康づくり 

自主活動 

グループ 

各区健康づくり 

ネットワークに参加 

市民の主体的な健康づくり推進のため、地域のネットワーク活動 

健康づくりサポーター 

市民サポーター 

・身体活動に関する講師 

・栄養、食生活に関する講師 

・こころの健康づくり 

・まちづくりに関する講師 

 サポーター派遣 
・健康づくり自主活動 

グループメンバー 

・町内で健康づくり活動に 

取り組む人材 
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「キャラバン・メイト育成事業」 

事業所管：保）高齢保健福祉部介護保険課 

 

 

１ 事業目的 

認知症になっても安心して暮らせる地域づくりの推進を図るため、地域における認知

症の理解者・支援者となる認知症サポーターを養成する「認知症サポーター養成講座」

の講師を担う人材（以下「キャラバン・メイト」という。）を育成する。 

 

    

                          

２ 事業概要 

平成 17年度から、認知症介護指導者や認知症の人と家族の会会員、地域包括支援セン

ター職員、介護予防センター職員等、認知症に関する基本的な知識や介護経験等がある

者を対象として、キャラバン・メイトの新規養成及びフォローアップ研修を年１回程度

実施している。 

研修の内容は、認知症の医学的理解や認知症サポーター養成講座の企画・運営方法等

の講義とキャラバン・メイト同士のネットワークづくりのためのグループワークなどと

している。  

 

 

３ 実績 

（1）キャラバン・メイト養成及びフォローアップ研修の各年度の修了者数 (人) 

 H17年度 H18年度 H19年度 H20年度 H21年度 H22年度 H23年度 H24年度 

新規養

成研修 

149 

 

65 

(214) 
 

166 

(380) 

120 

(500) 
 

110 

(610) 

107 

(717) 

ﾌｫﾛｰｱｯ

ﾌﾟ研修 

 
 

 

108  61 84 22 31 

※（）内の数は累計修了者数 

 

 

（2）各区のキャラバン・メイト登録者数                  (人) 

中央 北 東 白石 厚別 豊平 清田 南 西 手稲 計 

91 144 134 81 58 98 57 75 97 60 901 

※ 北海道主催研修修了者や他都市からの転入者等を含む。 
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「発達障がいに関する家族支援事業」 

事業所管：保）障がい保健福祉部障がい福祉課 

 

 

１ 事業目的 

発達障がいのある子どもの親が、同じ立場の親に対して相談や地域情報の提供、専

門機関への紹介などを行うペアレントメンター（保護者支援ができる保護者）の養成

を行う。さらに、ペアレントメンターが、障がいの診断を受けた親へのサポートを行

う事により、障がいを持つ親の孤立化を防ぎ地域で家族を支える人材（資源）の一つ

として地域での活動を目指す。 

 

                             

２ 事業概要 

平成 23年度から、ペアレントメンターの養成講座及びフォロー講座の実施（受講者

は日本発達障害ﾈｯﾄﾜｰｸ北海道会員）と一般市民を対象とした公開講座を 1回/年開催 

   養成講座の内容は、発達障がいに関する施策及び特性の理解を図る講義とともに、

メンター（助言者）としてのカウンセリング等の心構えを学ぶ実習など。（計 18時間） 

札幌市では平成 23年度から、ペアレントメンターを 36名養成し、平成 24年は 15

名の養成を行った。 

ペアレントメンター自身も、発達障がいの子供を抱える親であり、同じような子供

を育ててきた経験を生かし、共感し、親に寄り添う相談相手となっている。 

今後は、各ライフステージに合わせた支援ができるよう関係機関との連携やネット

ワークの構築が必要である。 

 

 

 ３ 事業イメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

障がいを抱える 

親の会 

ペアレントメンター 

養育・学校生活など 

自分たちに何かで

きること？ 

親支援 

養成講座 

発達障がいの診断 

障がいを抱えた親子 

 

 

 

 

他機関とつなぐ（活動）の場！ そだてる！ 
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Ⅳ 参考資料                            

３ 地域保健に関する国の動き 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※１ 地域保健対策の推進に関する基本的な指針～市町村、都道府県、国が取り組むべき方向性を示したもの

地域保健対策の円滑な実施、総合的な推進を図ることを目的 

※２ 地域保健対策の推進に関する基本的な指針の改正の経過 

① 地域保健法一部改正に伴う改正 

  ② 健康危機管理体制の確保（阪神、淡路大震災）、介護保険法施行などによる一部改正 

  ③ 健康増進法、次世代育成支援対策推進法施行などによる一部改正 

  ④ 介護保険法一部改正に伴う改正 

  ⑤ 高齢者の医療の確保に関する法律伴う改正 

⑥ 健発 0731 第 8 号 2012.7.31 改正 （P99～107 参照） 

※３ 地域における保健師の保健活動指針～地域において保健師が取り組むべき活動の方向性を示したもの 

<具体的活動> 

 ・ 住民の健康の保持増進を目的に、住民の身近な健康問題に取り組むため、健康増進、老人保健、

介護予防、母子保健、児童虐待予防及び精神保健福祉等の各分野に係る保健サービスを関係者と

協働して企画及び立案し、提供するとともに評価を行うこと。 

  ・ 住民の参画及び関係機関との連携のもとに、地域特性を反映した各種保健計画を策定し、当該計

画に基づいた保健事業を実施すること。 

  ・ 各種保健計画の策定にとどまらず、障害者プラン及びまちづくり計画の策定に参画し、施策に結び

つく活動を行うとともに、保健、医療、福祉等との連携及び調整を図り、地域ケアシステムの構築を図

ること。 

年 次      地域保健全般                保健師活動 

S53 

 

H6 

 

 

H10 

 

H11 

 

H12 

H15 

 

H17 

H20 

H24.7 

 

 

 

保健所法を地域保健法に改正 

地域保健対策の推進に関する 

基本的な指針策定（※１） 

 

 

地域保健対策の推進に関する 

基本的な指針の改正①（※２） 

同 指針の改正② 

同 指針の改正③ 

 

同 指針の改正④ 

同 指針の改正⑤ 

同 指針の改正⑥ 

市町村における保健婦活動について 

（Ｓ53.4.24 厚生省衛発第 382 号） 

 

 

 

地域における保健婦及び保健士の保健活動について 

（H10.4.10 健医発第 653 号・健医地発第 33 号） 

 

 

 

地域における保健師の保健活動について 

（H15.10.10 健発第 61010003 号・健総発第 1010001 号） 

地域における保健師の保健活動指針策定（※３） 
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○ 公衆衛生看護学                        中央法規出版 

 

○ 保健師業務要覧（新版・第 2版）      日本看護協会保健師職能委員会監修  

 

○ 平成 20年度地域保健総合推進事業  

「地区活動のあり方とその推進体制に関する検討会報告書」 

 

 ○ 週刊保健衛生ニュース 平成 23年 9月 12日発行 第 1624-1 号 

   「地域診断ガイドライン」                社会保険実務研究所 

 

○ 保健師ジャーナル                         医学書院 

   2009 年 10月 Vol.65 No.10「地区活動のあり方を新たな視点で」 

2011 年 3月 Vol.67 No.3 「新型インフルエンザ対策神戸モデルで 

保健師が果たした役割と今後の展望」 

2012 年 5月 Vol.68 No.5 「PDCA サイクルを回そう！効果的な事業展開のために」 

 

○ 実践につながる住民参加型地域診断の手引き 

   「地域包括ケアシステムの推進に向けて」   社団法人全国国民健康保険診療施設協議会 

 

○ 保健衛生担当者向け地域診断支援マニュアル        東京都西多摩保健所 

 

 ○ 保健師の地区活動マニュアル                     広島市 

 

 ○ 保健師業務要覧、地区診断シート                   福岡市 

 

○ 地域における健康危機管理について 

～地域健康危機管理ガイドライン～               厚生労働省 

 

 ○ 地域における健康危機管理のあり方 

   「行政組織の中での健康危機管理に保健師の専門性を発揮するために」   日本看護協会 

 

○ 大規模災害における保健師の活動マニュアル 

「阪神・淡路大震災に学ぶ平常時からの対策」         全国保健師長会 

 

 ○ 札幌市災害時保健指導（保健師）活動マニュアル 

 

 ○ 南区災害対応マニュアル 
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開催年月日 主 な 検 討 内 容 等 

第１回 

平成 24年６月６日 

○ プロジェクトの目的及び設置経緯 

○ 現状の保健師業務に関する課題等について   

第２回 

平成 24年６月 18日 
○ 現状の保健師業務に関する課題等について    

第３回 

平成 24年７月６日 

○ 保健師業務の課題と今後の方向性等について   

 ・ 地区活動の強化及び個別支援対象者の確認 

【情報提供】 

 ・ 区保健福祉部のあり方検討プロジェクトにおける検討

状況（第２回コア PJ会議結果） 

 ・ 札幌市まちづくり戦略ビジョン策定の進捗状況 

第４回 

平成 24年８月２日 

○ 保健師業務の今後の方向性等について   

 ・ 地区活動の強化及び個別支援対象者の確認 

○ 具体的な地区活動の進め方について 

 ・ 保健師活動マニュアルの作成と構成概要 

【情報提供】 

 ・ 平成 24年度保健師中央会議結果 

 ・ 平成 24年度北海道市町村保健師リーダー研修受講報告 

第５回 

平成 24年９月４日 

○ 個別支援の対象者について 

○ 保健師活動マニュアル（骨子案）について   

第６回 

平成 24年 10月３日 

○ 保健師活動マニュアル（案）について   

○ まちづくり戦略ビジョン（保健師による地域保健活動の

推進）について   

第７回 

平成 24年 10月 17日 

○ まちづくり戦略ビジョン（保健師による地域保健活動の

推進）について    

第８回 

平成 24年 11月８日 
○ 保健師活動マニュアル（案）について   

第９回 

平成 24年 12月３日 
○ 保健師活動マニュアル（案）について   

第 10回 

平成 25年１月 22日 
○ 保健師活動マニュアル（案）について   

第 11回 

平成 25年２月 26日 

○ 保健師活動マニュアル（案）について    

※ 第 11回ＰＪにおいて、タイトルを「マニュアル」から「指針」へ変更 

 

保健師業務のあり方検討プロジェクトにおける検討経過 
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所 属 及 び 役 職 名 氏  名 区保健福祉部のあり方検討ＰＪ 

保）保健所健康推進担当課長 澤田 さとみ 地域支援ＷＧメンバー 

北）保健福祉部健康・子ども課長 山中 洋子 コア PJメンバー 

清）保健福祉部介護障がい担当課長 向井 由美枝 同上 

中）保健福祉部健康・子ども課 

主査（相談・支援） 
髙野 園子 総合相談ＷＧメンバー 

白）保健福祉部保健福祉課 

保健支援係長 
草野 祐子 同上 

南）保健福祉部保健福祉課 

保健支援係長 
斉藤 そのみ 地域支援ＷＧメンバー 

手）保健福祉部健康・子ども課 

健やか推進係長 
福井 智恵 同上 

保）高齢保健福祉部介護保険課 

認知症支援担当係長 
阿部 位江子 

 

保）障がい保健福祉部精神保健福祉センター 

相談支援係長 
齊藤 師子 

 

保）保険医療部保険年金課 

特定健診担当係長 
宮村 香 

 

保）高齢保健福祉部 

認知症支援・介護予防担当課長 
服部 幸子 事務局 

保）総務部総務課 

調整担当係長 
宮本 まゆみ 同上 

    

札幌市保健師活動マニュアル 裏表紙 
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